
Title 中国共産党と宗教団体 :
一九八〇年代における基督教愛国団体の改革をめぐる議論を中心に

Sub Title The Chinese communist party and religious organization : the
controversy over the reform of the TSPM committees in the 1980s

Author 上野, 正弥(Ueno, Masaya)
Publisher 慶應義塾大学大学院法学研究科内『法学政治学論究』刊行会

Publication
year

2014

Jtitle 法學政治學論究 : 法律・政治・社会 (Hogaku seijigaku ronkyu :
Journal of law and political studies). Vol.100, (2014. 3) ,p.29- 58 

JaLC DOI
Abstract
Notes
Genre Departmental Bulletin Paper
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN10086101-20140315-0029

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


中国共産党と宗教団体

29

一
　
問
題
の
所
在

二
　
基
督
教
に
対
す
る
統
一
戦
線
制
度

　
㈠
　
三
自
委
員
会
の
来
歴

　
㈡
　
三
自
委
員
会
に
対
す
る
党
の
指
導

三
　
一
九
八
〇
年
代
の
宗
教
政
策
と
三
自
組
織
制
度
の
改
革
案
の
提
起

　
㈠
　
宗
教
政
策
の
再
開

　
㈡
　
三
自
組
織
改
革
を
め
ぐ
る
動
き

　
　
1
　
改
革
案
の
提
起

　
　
2
　
改
革
案
へ
の
抵
抗

　
㈢
　
宗
教
活
動
管
理
の
強
化

　
　
1
　
統
一
戦
線
制
度
外
で
の
宗
教
活
動
の
活
発
化

　
　
2
　
天
安
門
事
件
の
発
生
と
取
り
締
ま
り
の
強
化

四
　
結
　
論

 

上

野

正

弥

中
国
共
産
党
と
宗
教
団
体

―
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
基
督
教
愛
国
団
体
の
改
革
を
め
ぐ
る

　
　
　
議
論
を
中
心
に

―



法学政治学論究　第100号（2014.3）

30

一
　
問
題
の
所
在

　
改
革
開
放
以
降
の
中
華
人
民
共
和
国
（
以
下
、
中
国
）
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
を
信
仰
し
よ
う
と
す
る
人
び
と
が
急
増
し
て
い

る
。
か
つ
て
国
民
統
合
の
求
心
力
と
し
て
曲
が
り
な
り
に
も
機
能
し
て
い
た
社
会
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
と
み
に
衰
え
た
こ
と
や
、
急
速

な
市
場
経
済
化
と
そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
の
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
を
受
け
て
、
多
く
の
人
び
と
が
何
ら
か
の
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て

宗
教
的
信
仰
へ
走
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
以
下
、
基
督（
1
）教）
の
信
徒
数
の
増
加
に
は
目
を
見
張

る
も
の
が
あ
る
。
公
式
発
表
に
よ
れ
ば
、
そ
の
数
は
一
九
八
二
年
の
約
三
〇
〇
万（
2
）人か

ら
二
〇
一
〇
年
の
二
三
〇
五
万（
3
）人へ

と
、
三
〇
年

足
ら
ず
で
八
倍
近
く
に
ま
で
増
加
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
は
政
府
側
が
把
握
し
て
い
る
信
徒
に
限
っ
た
も
の
で
あ
り
、
未
登
記
の
教
会
等

（
い
わ
ゆ
る
家
庭
教
会
）
に
通
う
者
も
含
め
れ
ば
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な（
4
）る。

　
改
革
開
放
期
の
中
国
共
産
党
（
以
下
、
共
産
党
な
い
し
党
）
は
、
近
代
化
建
設
と
い
う
国
民
の
物
質
的
需
要
を
満
た
す
た
め
の
政
策
を
と

る
こ
と
で
社
会
の
安
定
を
維
持
し
、
党
に
よ
る
統
治
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
党
に
と
っ
て
、
物
質
的
満
足
だ
け

で
な
く
精
神
的
な
充
足
を
求
め
て
宗
教
を
信
仰
す
る
民
衆
が
急
速
に
増
加
し
、
彼
ら
が
党
の
指
導
の
及
ば
な
い
人
間
の
内
面
の
価
値
や
信

条
に
基
づ
い
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
単
純
に
見
過
ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
態
で
あ
る
。
本
稿
は
、
国
内
の
宗
教

問
題
に
対
す
る
党
・
政
府
の
統
治
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
宗
教
と
い

う
領
域
で
党
・
政
府
と
教
会
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
中
間
団
体
が
抱
え
る
ジ
レ
ン
マ
を
、
基
督
教
を
事
例
に
明
ら
か
に
す
る
。

　
党
・
政
府
は
従
来
、
二
つ
の
方
法
を
用
い
て
宗
教
信
仰
者
を
国
家
へ
と
統
合
し
、
管
理
し
て
き
た
。
第
一
に
、
統
一
戦
線
制
度
で
あ
る
。

そ
し
て
、
宗
教
信
仰
者
に
対
す
る
統
一
戦
線
工
作
に
お
い
て
党
が
一
貫
し
て
重
視
し
て
き
た
の
が
、
党
・
政
府
と
宗
教
信
仰
者
の
間
に
立

つ
中
間
団
体
の
役
割
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
体
制
に
協
力
し
、
か
つ
宗
教
信
仰
者
か
ら
も
一
定
の
支
持
や
尊
奉
を
受
け
る
宗
教
界



中国共産党と宗教団体

31

リ
ー
ダ
ー
に
政
治
協
商
会
議
委
員
な
ど
の
政
治
的
役
職
を
与
え
る
と
と
も
に
、
愛
国
宗
教
団
体
を
組
織
さ
せ
、
宗
教
信
仰
者
に
そ
の
組
織

の
中
で
の
宗
教
活
動
を
認
め
る
と
い
う
手
法
で
あ
る
。
第
二
に
、
公
安
部
門
に
よ
る
強
制
力
を
用
い
た
取
り
締
ま
り
で
あ
る
。
党
は
自
ら

公
認
を
与
え
た
愛
国
宗
教
団
体
以
外
で
の
宗
教
活
動
を
認
め
ず
、
公
安
部
門
に
よ
る
厳
し
い
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
て
き
た
。

　
愛
国
宗
教
団
体
を
通
じ
た
基
督
教
信
徒
管
理
制
度
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
議
論

の
焦
点
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
が
基
督
教
の
愛
国
宗
教
団
体
で
あ
る
三
自
組
織
（
後
述
）
の
性
質
や
機
能
で
あ
る
。
ハ
ン
タ
ー
と
チ
ャ

ン
の
研
究
は
、
基
督
教
信
徒
管
理
制
度
の
全
体
像
を
描
き
出
し
た
う
え
で
、
三
自
組
織
を
完
全
に
党
・
政
府
の
命
令
ど
お
り
に
行
動
す
る

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
定
位
し
た
。
し
か
し
、
党
が
改
革
開
放
に
と
も
な
い
宗
教
活
動
へ
の
締
め
付
け
を
弱
め
て
い
っ
た
一
九
八
〇
年
代
以
降
、

三
自
組
織
は
、
文
革
以
前
の
三
自
組
織
と
は
異
な
り
、
組
織
の
末
端
に
い
る
教
会
や
信
徒
の
意
見
や
利
益
に
耳
を
傾
け
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
い
る
。
ハ
ン
タ
ー
と
チ
ャ
ン
の
見
方
に
従
っ
て
は
、
改
革
開
放
期
以
降
の
三
自
組
織
の
実
態
を
動
態
的
に
描
き
出
す
こ
と
は
困
難

で
あ（
5
）る。
こ
れ
に
対
し
、
政
教
関
係
の
視
角
か
ら
三
自
組
織
を
分
析
し
た
邢
福
増
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
三
自
組
織
が
政
治
機
能

（
信
徒
を
愛
国
宗
教
団
体
に
組
み
入
れ
体
制
内
に
留
め
る
機
能
）
と
宗
教
機
能
（
宗
教
界
の
利
益
を
代
表
し
た
り
信
徒
に
奉
仕
し
た
り
す
る
機
能
）
の
二

つ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
り
、
党
・
政
府
と
三
自
組
織
の
間
の
関
係
は
「
一
致
と
衝
突
の
矛
盾
し
た
関
係
」
に
な
っ
た
と
結
論
付
け
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
自
組
織
が
な
ぜ
宗
教
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
ず
に
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ん
だ
言
及
が
な
さ
れ
な
か
っ（
6
）た。

そ
こ
で
本
稿
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
三
自
組
織
内
部
か
ら
現
れ
た
組
織
改
革
の
議
論
を
取
り
上
げ
、
そ
の
改
革
が
進
展
し
な
か
っ
た
要
因

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
三
自
組
織
が
教
会
や
信
徒
の
利
益
を
代
表
す
る
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
原
因
を
再
検
討

す
る
。
そ
の
際
、
先
行
研
究
が
十
分
に
検
討
し
な
か
っ
た
党
・
政
府
の
宗
教
に
対
す
る
認
識
、
公
安
部
門
の
行
動
に
も
焦
点
を
当
て
、
共

産
党
統
治
下
に
お
け
る
宗
教
領
域
の
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ズ
ム
体
制
の
特
質
を
描
き
出
し
た
い
。

　
具
体
的
に
は
以
下
の
手
順
で
論
証
を
行
う
。
第
二
章
で
は
、
基
督
教
に
対
す
る
統
一
戦
線
制
度
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
と
形
成
過
程
を

概
観
す
る
。
第
三
章
で
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
三
自
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
ら
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
組
織
の
改
革
案
を
め
ぐ
る
動
向
を
検
討
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す
る
。
こ
の
改
革
の
議
論
の
過
程
に
は
、
党
が
三
自
組
織
に
担
わ
せ
た
い
二
つ
の
機
能

―
信
徒
の
利
益
を
代
表
す
る
機
能
と
制
度
外
で

の
信
徒
の
拡
大
の
抑
制
を
補
助
す
る
機
能

―
の
相
克
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
改
革
が
進
ま
ず
、
結
局
前
者
の
機
能
が
十
分
に
果
た

さ
れ
な
い
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
た
原
因
に
つ
い
て
、
当
時
の
政
治
動
向
や
三
自
組
織
内
部
で
の
意
見
の
対
立
、
教
会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造

が
抱
え
る
問
題
な
ど
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
す
る
。
最
後
の
第
四
章
で
は
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
整
理
し
、
現
行
の
基
督
教
信
徒
管
理
制
度

が
抱
え
る
構
造
的
問
題
を
指
摘
す
る
。

　
本
章
の
最
後
に
、
基
督
教
の
愛
国
団
体
の
呼
称
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。
基
督
教
の
愛
国
宗
教
団
体
に
は
、
現
在
、
中
国
基
督

教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
（
一
九
五
四
年
設
立
）
と
中
国
基
督
教
協
会
（
一
九
八
〇
年
設
立
）
の
二
つ
が
あ
り
、
中
央
レ
ベ
ル
か
ら
県
レ
ベ

ル
ま
で
設
置
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
前
者
は
統
一
戦
線
工
作
と
い
う
政
治
任
務
を
担
う
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
の
に
対

し
、
後
者
は
基
督
教
の
教
務
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
中
央
レ
ベ
ル
で
あ
れ
地
方
レ
ベ
ル
で
あ
れ
、
両
者
の
役
員

人
事
は
重
複
し
て
お
り
、
二
つ
の
組
織
が
ほ
ぼ
一
体
と
な
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
基
本
的
に
二
つ
の
組
織
を
ま
と
め
て
「
三

自
組
織
」
と
呼
び
、
両
者
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
文
脈
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
三
自
委
員
会
」、「
基
督
教
協
会
」
と
記
す
こ
と
と
す
る
。

「
三
自
」
と
は
、「
自
治
」（
外
国
教
会
か
ら
の
自
立
）、「
自
養
」（
経
済
的
自
立
）、「
自
伝
」（
伝
道
に
お
け
る
自
立
）
の
三
つ
を
意
味
す
る
。

二
　
基
督
教
に
対
す
る
統
一
戦
線
制
度

　
統
一
戦
線
と
は
、「
中
国
共
産
党
な
い
し
中
国
か
ら
見
て
の
主
要
敵
を
孤
立
化
さ
せ
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
、
味
方
を
固
め
、
友
（
中
間

勢
力
）
を
広
範
囲
に
結
集
し
よ
う
と
す
る
戦
略
・
戦
術
」
と
定
義
さ
れ（
7
）る。

共
産
党
は
国
家
建
設
に
あ
た
り
、
民
主
諸
党
派
や
商
工
業
者
、

知
識
人
、
少
数
民
族
、
宗
教
界
な
ど
を
「
友
」
と
し
、
統
一
戦
線
の
下
に
彼
ら
を
体
制
へ
と
引
き
留
め
て
い
る
。
こ
の
制
度
に
お
い
て
は
、

党
と
「
友
」
の
間
を
仲
介
す
る
人
物
や
団
体
が
重
要
に
な
る
。
以
下
で
は
、
党
と
基
督
教
界
の
「
友
」
を
つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
三
自
組
織
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と
、
三
自
組
織
を
指
導
・
監
督
す
る
立
場
に
あ
る
党
の
統
一
戦
線
部
（
統
戦
部
）、
政
府
の
宗
教
事
務
部
門
（
宗
教
局
）
の
関
係
を
、
三
自

組
織
の
来
歴
を
説
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
た
い
。

㈠
　
三
自
委
員
会
の
来
歴

　
中
国
に
基
督
教
を
伝
え
た
の
は
、
主
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
訪
中
し
た
英
国
や
米
国
の
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
万
人
祭

司
主
義
と
聖
書
中
心
主
義
に
立
つ
基
督
教
は
、
各
人
の
聖
書
解
釈
に
基
づ
い
て
多
く
の
教
派
が
生
ま
れ
や
す
い
傾
向
を
持
つ
が
、
彼
ら
宣

教
師
た
ち
は
、
当
時
の
出
身
国
に
お
け
る
教
派
林
立
の
様
相
を
そ
の
ま
ま
中
国
へ
と
移
管
し
た
。
す
な
わ
ち
、
長
老
派
教
会
、
バ
プ
テ
ス

ト
教
会
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
、
聖
公
会
と
い
っ
た
教
派
的
背
景
を
持
つ
宣
教
師
た
ち
が
各
地
で
宣
教
を
行
い
、
中
国
の
地
に
各
教
派
の
教

会
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
当
時
欧
米
の
教
会
で
は
、
神
学
の
面
で
も
二
つ
の
立
場
の
間
で
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
自
由
主
義
神
学
（
現
代

派
）
と
福
音
派
（
基
要
派
）
の
対
立
で
あ
る
。
両
者
は
中
国
で
の
布
教
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
も
激
し
い
論
争
を
展
開
し
た
。
現
代
派
は
、

地
上
に
天
国
を
建
設
す
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
貧
困
な
ど
の
問
題
の
解
決
を
主
眼
に
据
え
て
、
医
療
や
学
校
教
育
な
ど
の
社
会
サ
ー
ビ
ス

を
提
供
し
な
が
ら
布
教
を
し
て
い
く
べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
。
一
方
で
基
要
派
は
、
倫
理
や
社
会
哲
学
よ
り
も
個
人
の
救
済
を
重

視
す
る
立
場
か
ら
、
現
代
派
の
進
め
る
社
会
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
福
音
伝
道
で
は
な
い
と
痛
烈
に
批
判
し
た
。
両
派
の
対
立
は
組
織
的
対

立
へ
と
発
展
し
て
い
き
、
現
代
派
は
中
国
基
督
教
協
進
会
を
、
基
要
派
は
中
華
聖
書
連
合
会
な
ど
を
そ
れ
ぞ
れ
組
織
し
た
。
当
時
の
基
要

派
が
作
成
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
基
づ
い
て
両
派
の
勢
力
図
を
検
討
し
た
姚
に
よ
れ
ば
、
基
要
派
の
中
華
聖
書
連
合
会
に
は
一
九
二
一
年
末
時

点
で
一
七
〇
〇
名
の
メ
ン
バ
ー
が
お
り
、
こ
れ
は
当
時
の
在
華
基
督
教
宣
教
師
の
約
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
同
時
期
に

現
代
派
の
宣
教
師
は
三
〇
〇
〇
人
い
た
と
い
う
。
こ
の
数
字
は
あ
く
ま
で
基
要
派
側
が
と
っ
た
推
計
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
少
な
く
と
も
現

代
派
が
自
分
た
ち
よ
り
も
多
く
の
人
員
を
有
し
て
い
る
と
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ（
8
）う。
現
世
社
会
で
起
き
て
い
る
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
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現
代
派
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
混
迷
し
た
中
国
社
会
の
中
で
も
積
極
的
に
活
動
し
た
。
現
代
派
の
宣
教
師
や
中
国
人
信
徒
た
ち
は
、
都
市

で
の
学
校
教
育
や
農
村
建
設
に
従
事
し（
9
）た。

現
代
派
の
思
想
は
、
当
時
の
中
国
の
エ
リ
ー
ト
層
が
持
つ
救
国
の
思
想
や
社
会
主
義
思
想
と

結
び
付
き
や
す
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
持
っ
た
現
代
派
の
一
部
の
信
徒
や
団
体
は
、
共
産
党
と
つ
な
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
一
人
が
、

後
に
三
自
委
員
会
主
席
と
な
る
呉
耀
宗
で
あ
っ
た
。
呉
耀
宗
と
共
産
党
員
と
の
接
触
は
、
彼
が
上
海
の
中
華
基
督
教
青
年
会
（
Ｙ
Ｍ
Ｃ

Ａ
）
全
国
協
会
で
出
版
工
作
に
携
わ
っ
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
初
め
か
ら
始
ま
っ
た
と
さ
れ
）
10
（
る
。
一
九
三
八
年
に
は
彼
は
武
漢
で
周
恩
来

と
面
会
し
、
以
後
も
重
慶
で
二
度
接
触
を
持
っ
）
11
（

た
。
呉
耀
宗
が
共
産
党
に
接
近
、
協
力
し
て
い
っ
た
背
景
に
は
、
呉
耀
宗
の
中
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
思
想
が
あ
る
。
彼
は
当
初
基
督
教
の
平
和
主
義
、
非
戦
主
義
を
訴
え
る
世
界
的
団
体
で
あ
る
国
際
友
和
会
（The Fellow

ship of 

Reconciliation

）
の
中
国
支
部
で
あ
る
唯
愛
社
に
所
属
し
、
武
力
を
用
い
た
戦
争
に
反
対
す
る
言
論
を
展
開
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、

日
本
の
侵
略
が
本
格
化
す
る
に
従
い
徐
々
に
平
和
主
義
を
放
棄
し
、
救
国
や
抗
日
の
思
想
を
強
め
、
救
国
運
動
の
団
体
へ
身
を
投
げ
て

い
っ
）
12
（

た
。
一
九
三
六
年
一
月
に
成
立
し
た
抗
日
組
織
の
連
合
組
織
で
あ
る
上
海
各
界
救
国
連
合
会
に
、
呉
耀
宗
は
会
の
設
立
段
階
か
ら
参

加
し
て
い
）
13
（
た
。

　
日
本
が
中
国
大
陸
へ
本
格
的
に
進
出
し
始
め
た
一
九
三
〇
年
代
初
頭
は
、
蔣
介
石
率
い
る
中
国
国
民
党
が
安
内
攘
外
を
唱
え
、
救
国
運

動
に
携
わ
る
学
生
や
活
動
家
に
厳
し
い
弾
圧
を
加
え
た
。
そ
の
国
民
党
と
は
対
照
的
に
、
共
産
党
は
統
一
戦
線
の
考
え
に
基
づ
い
て
救
国

運
動
団
体
の
中
の
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
多
く
接
触
し
、
彼
ら
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
思

想
を
強
く
有
し
た
キ
リ
ス
ト
者
呉
耀
宗
と
共
産
党
と
の
出
会
い
の
場
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
）
14
（

る
。
呉
耀
宗
が
所
属
し
て
い
た
中
華
基
督
教

青
年
会
全
国
協
会
お
よ
び
各
地
の
基
督
教
青
年
会
も
、
や
が
て
組
織
と
し
て
共
産
党
と
一
定
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上

海
の
基
督
教
青
年
会
は
国
共
内
戦
期
に
お
い
て
、
地
下
学
生
運
動
に
従
事
す
る
共
産
党
員
に
活
動
場
所
の
提
供
な
ど
の
便
宜
を
図
り
、
党

員
ら
は
そ
こ
を
基
地
と
し
て
上
海
市
内
の
各
大
学
に
活
動
拠
点
を
拡
大
し
て
い
っ
）
15
（
た
。
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こ
の
よ
う
に
思
想
的
に
も
党
と
親
和
的
で
、
組
織
的
に
も
党
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
現
代
派
、
わ
け
て
も
青
年
会
に
所
属
し
て
い

た
教
会
勢
力
（
青
年
会
派
）
を
、
党
は
愛
国
宗
教
団
体
の
リ
ー
ダ
ー
層
へ
と
仕
立
て
あ
げ
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
党
は
呉
耀
宗
ら
青
年
会
の

背
景
を
持
つ
基
督
教
信
徒
を
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
委
員
に
任
命
し
、
一
九
四
九
年
九
月
の
第
一
回
全
体
会
議
に
参
加
さ
せ
た
。
基
督

教
界
の
代
表
と
し
て
会
議
に
参
加
し
た
の
は
、
呉
耀
宗
、
劉
良
模
、
鄧
裕
志
、
張
雪
岩
、
趙
紫
宸
の
五
名
で
あ
り
、
前
の
四
人
は
青
年
会

ま
た
は
女
子
青
年
会
（
Ｙ
Ｗ
Ｃ
Ａ
）
に
所
属
す
る
人
物
で
あ
っ
）
16
（

た
。
一
九
五
〇
年
五
月
に
は
、
周
恩
来
総
理
自
ら
が
基
督
教
華
北
訪
問
団

と
面
会
し
た
。
当
訪
問
団
は
呉
耀
宗
、
劉
良
模
な
ど
七
人
か
ら
成
り
、
う
ち
四
人
が
青
年
会
派
で
あ
っ
）
17
（
た
。
当
訪
問
団
は
も
と
も
と
、
訪

問
地
の
教
会
か
ら
出
さ
れ
た
要
望
を
政
府
に
伝
達
す
る
た
め
に
結
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
臨
時
憲
法
で
あ
る
「
人
民
政
治
協
商

会
議
共
同
綱
領
」
上
で
規
定
さ
れ
て
い
る
宗
教
信
仰
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
た
意
見
書
「
基
督
教
問
題
の
処
理
に
関
す
る
初
歩
的
意

見
」
を
携
え
て
周
恩
来
と
面
会
し
た
。
し
か
し
こ
の
会
見
を
機
に
、
当
訪
問
団
は
党
の
政
策
を
信
徒
に
下
達
す
る
機
能
を
担
わ
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
同
会
見
で
周
恩
来
は
、
教
会
に
帝
国
主
義
国
、
特
に
米
国
と
の
関
係
を
断
ち
切
る
こ
と
を
強
く
要
求
し
た
。
米
国
が
蔣
介

石
を
支
援
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、
党
は
国
内
に
駐
在
す
る
米
国
人
宣
教
師
に
常
に
疑
い
の
目
を
向
け
て
い
た
の
で
あ
っ
）
18
（

た
。
周
恩
来
は
、

訪
問
団
側
が
提
出
し
た
意
見
書
を
、
基
督
教
に
対
す
る
帝
国
主
義
の
影
響
を
告
発
す
る
文
書
へ
と
書
き
換
え
る
よ
う
指
示
し
、
当
意
見
書

は
呉
耀
宗
ら
に
よ
っ
て
「
中
国
基
督
教
の
今
後
努
力
す
べ
き
道
」
と
題
す
る
文
書
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
）
19
（

た
。
さ
ら
に
そ
の
後
当
文
書
は
幾

度
か
の
修
正
を
施
さ
れ
、
七
月
二
八
日
に
「
新
中
国
建
設
に
お
け
る
中
国
基
督
教
の
努
力
す
べ
き
道
」（「
革
新
宣
言
」）
と
し
て
四
〇
名
の

署
名
付
き
で
信
徒
に
向
け
て
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
四
〇
名
の
所
属
を
見
る
と
、
青
年
会
派
が
一
〇
人
で
最
多
数
を
占
め
）
20
（

た
。
呉
耀
宗
ら
は

「
革
新
宣
言
」
へ
の
署
名
活
動
を
進
め
、
中
国
基
督
教
の
革
新
運
動
を
主
導
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
党
の
全
面
的
支
持
の
下
で
行
わ
れ
た
。

毛
沢
東
や
周
恩
来
は
信
徒
代
表
を
通
じ
て
教
会
に
反
帝
国
主
義
運
動
を
さ
せ
る
と
い
う
方
法
の
利
点
を
認
識
し
て
お
り
、
特
に
毛
沢
東
は

呉
耀
宗
ら
が
起
草
し
た
文
書
を
各
地
の
党
委
に
伝
達
す
る
こ
と
や
信
徒
代
表
の
意
見
を
『
人
民
日
報
』
に
掲
載
す
る
こ
と
を
指
示
し
）
21
（

た
。

「
革
新
宣
言
」
も
九
月
二
三
日
の
『
人
民
日
報
』
の
一
面
に
、
同
宣
言
を
支
持
す
る
社
説
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
）
22
（
た
。
党
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
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を
受
け
て
、
署
名
数
は
一
九
五
四
年
に
は
四
一
万
七
三
八
九
人
に
達
し
）
23
（
た
。

　
青
年
会
派
を
中
核
と
す
る
国
内
基
督
教
信
徒
の
組
織
化
は
、
告
発
運
動
と
い
う
大
衆
動
員
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
力
に
進
め
ら
れ
た
。
一

九
五
一
年
四
月
一
六
日
、
新
た
に
設
置
さ
れ
た
政
務
院
文
化
教
育
委
員
会
宗
教
事
務
処
（
後
述
）
に
よ
っ
て
「
米
国
か
ら
の
補
助
を
受
領

す
る
基
督
教
団
体
を
処
理
す
る
会
議
」
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
で
は
主
に
以
下
の
二
点
に
関
し
て
決
議
が
な
さ
れ
た
。
第
一
に
、
三

自
委
員
会
設
立
準
備
委
員
会
の
設
置
で
あ
る
。
当
委
員
会
は
呉
耀
宗
を
主
席
と
し
、
彼
を
含
め
た
二
五
名
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
二

五
名
の
う
ち
一
二
名
は
青
年
会
の
背
景
を
有
し
、
委
員
会
の
下
に
設
置
さ
れ
た
連
絡
組
、
宣
伝
組
、
総
務
組
の
組
長
、
副
組
長
は
す
べ
て

青
年
会
派
で
占
め
ら
れ
）
24
（

た
。
第
二
に
、
教
会
リ
ー
ダ
ー
を
告
発
大
会
に
動
員
し
、
教
会
内
部
の
帝
国
主
義
分
子
を
批
判
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
決
議
に
基
づ
き
会
議
期
間
中
二
日
間
に
わ
た
っ
て
告
発
大
会
が
開
か
れ
、
三
自
委
員
会
設
立
準
備
委
員
会
委
員
を
含
め
た
会
議
参
加

者
が
、
米
国
人
宣
教
師
や
そ
の
影
響
下
に
あ
る
中
国
人
宣
教
師
を
米
国
の
ス
パ
イ
な
ど
と
批
判
し
た
。
教
会
リ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
教
会
内

部
の
人
間
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
の
大
衆
動
員
様
式
は
こ
の
後
全
国
に
伝
達
さ
れ
、
各
地
で
告
発
大
会
が
開
か
れ
た
。
告
発
大
会
で
は
基

要
派
の
教
会
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
基
要
派
は
、
個
人
の
救
済
に
の
み
信
仰
活
動
の
力
点
を
置
き
、
政
治
か
ら
超

然
と
し
て
い
る
と
批
判
さ
れ
）
25
（
た
。
ま
た
、
基
要
派
の
一
つ
で
あ
る
安
息
日
会
（
セ
ブ
ン
ス
デ
ー
・
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ス
ト
）
は
、
米
国
帝
国
主

義
の
中
国
へ
の
侵
略
活
動
を
補
助
し
、「
革
新
宣
言
」
へ
の
署
名
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
会
の
リ
ー
ダ
ー
が
平
信
徒
か
ら
批
判
を

受
け
）
26
（
た
。

　
一
九
五
四
年
七
月
の
中
国
基
督
教
第
一
期
全
国
会
議
の
場
で
三
自
委
員
会
が
正
式
に
成
立
す
る
と
、
革
新
運
動
の
重
点
は
基
要
派
の
主

要
教
会
の
リ
ー
ダ
ー
の
逮
捕
へ
と
移
っ
た
。
一
九
五
五
年
八
月
、「
革
新
宣
言
」
へ
の
署
名
を
一
貫
し
て
拒
否
し
続
け
、
自
身
が
発
行
す

る
雑
誌
上
で
三
自
委
員
会
幹
部
ら
を
「
不
信
派
」
と
批
判
し
た
王
明
道
が
反
革
命
分
子
と
し
て
逮
捕
さ
れ
）
27
（
た
。
一
九
五
六
年
一
月
に
は
、

倪
柝
声
（
欧
米
で
はW

atchm
an N

ee

の
名
で
知
ら
れ
る
）
が
同
様
に
反
革
命
分
子
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
倪
柝
声
が
率
い
る
基
督
教
聚
会

処
と
い
う
教
会
グ
ル
ー
プ
は
、
一
度
は
「
革
新
宣
言
」
に
署
名
し
た
も
の
の
、
教
派
主
義
に
反
対
す
る
立
場
か
ら
国
家
規
模
の
教
会
組
織



中国共産党と宗教団体

37

へ
の
加
入
に
は
消
極
的
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
。
い
ず
れ
の
逮
捕
に
対
し
て
も
、
三
自
委
員
会
は
全
面
的
支
持
を
表
明
し
、
上
海
の
教
会

な
ど
で
王
明
道
や
倪
柝
声
を
批
判
す
る
大
会
が
開
か
れ
）
28
（

た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
党
は
基
督
教
に
対
す
る
統
一
戦
線
制
度
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
、
基
督
教
の
数
あ
る
教
派
の
中
か
ら
信
頼
の
お
け
る

勢
力
に
愛
国
宗
教
団
体
を
率
い
さ
せ
、
彼
ら
に
基
督
教
界
を
束
ね
る
役
割
を
付
与
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
党
の
そ
の
よ
う
な
方
針
に
逆
ら

う
可
能
性
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
勢
力
に
は
、
徹
底
的
な
自
己
批
判
を
さ
せ
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
を
逮
捕
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。

㈡
　
三
自
委
員
会
に
対
す
る
党
の
指
導

　
以
上
の
よ
う
に
党
は
、
自
分
た
ち
に
近
い
個
人
に
大
衆
団
体
を
組
織
さ
せ
る
こ
と
で
彼
が
所
属
す
る
業
界
全
体
を
体
制
へ
と
留
め
よ
う

と
し
た
。
こ
う
し
た
制
度
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
に
す
る
も
の
と
し
て
、
党
の
統
戦
部
に
よ
る
指
導
が
あ
る
。
統
戦
部
は
、
北
京
の
党
中

央
統
戦
部
を
筆
頭
に
、
各
級
党
委
員
会
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
統
戦
部
は
統
一
戦
線
工
作
全
般
を
担
う
党
の
機
関
で
あ
る
が
、
宗
教
工

作
に
つ
い
て
は
政
府
の
宗
教
事
務
局
（
宗
教
局
）
が
統
戦
部
の
指
導
の
下
で
政
策
を
執
行
す
る
。
こ
ち
ら
も
北
京
に
あ
る
国
家
宗
教
事
務

局
を
筆
頭
に
各
級
の
政
府
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
国
家
宗
教
事
務
局
の
前
身
で
あ
る
宗
教
事
務
処
が
中
央
政
府
に
設
置
さ
れ
た
の

は
一
九
五
一
年
七
月
で
あ
り
、
以
後
宗
教
事
務
処
が
各
大
行
政
区
に
置
か
れ
て
い
っ
た
。
宗
教
事
務
処
は
当
初
政
務
院
文
化
教
育
委
員
会

の
下
に
設
置
さ
れ
た
が
、
一
九
五
四
年
一
一
月
に
国
務
）
29
（

院
直
属
機
構
に
格
上
げ
さ
れ
、
国
務
院
宗
教
事
務
局
と
な
っ
）
30
（

た
。

　
中
央
お
よ
び
地
方
の
三
自
組
織
は
、
以
上
の
二
つ
の
党
・
政
府
機
関
の
指
導
・
監
督
の
下
で
活
動
す
る
。
各
級
三
自
組
織
の
役
員
人
事

の
選
出
過
程
は
不
透
明
で
あ
る
が
、
統
戦
部
や
宗
教
局
の
意
向
が
大
き
く
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
）
31
（

る
。
特
に
地
方
レ
ベ

ル
の
三
自
組
織
に
お
い
て
は
そ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
い
よ
う
で
あ
）
32
（
る
。
そ
し
て
三
自
組
織
の
会
議
な
ど
に
は
必
ず
統
戦
部
な
い
し
宗
教
局

の
幹
部
が
出
席
し
、
講
話
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
統
戦
部
や
宗
教
局
と
い
っ
た
統
一
戦
線
組
織
の
ほ
か
に
、
公
安
部
も
宗
教
政
策
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
実
質
的
に
担
っ
て
い
る
。
公
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安
部
は
特
に
、
党
や
政
府
に
よ
っ
て
「
邪
教
」
や
反
動
会
道
門
（
信
仰
団
体
）
に
指
定
さ
れ
た
信
仰
団
体
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
を
行
っ

て
い
る
が
、
基
督
教
に
対
し
て
は
海
外
の
基
督
教
団
体
と
の
連
絡
状
況
の
監
視
な
ど
を
行
い
、
大
規
模
な
家
庭
教
会
の
取
り
締
ま
り
や
そ

の
リ
ー
ダ
ー
の
逮
捕
を
宗
教
局
と
協
力
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
統
戦
部
や
宗
教
局
の
指
導
・
監
督
に
物
理
的
強
制
力
と
い
う
担
保
を
与

え
て
い
る
の
が
公
安
部
で
あ
る
と
言
え
る
。

三
　
一
九
八
〇
年
代
の
宗
教
政
策
と
三
自
組
織
制
度
の
改
革
案
の
提
起

　
上
述
の
統
一
戦
線
制
度
、
三
自
組
織
制
度
は
、
文
革
期
に
ほ
と
ん
ど
機
能
不
全
と
な
り
、
基
督
教
に
対
す
る
弾
圧
が
横
行
し
、
三
自
委

員
会
も
活
動
を
停
止
し
た
。
し
か
し
文
革
が
終
結
し
、
一
九
七
九
年
二
月
に
党
中
央
統
戦
部
が
「
全
国
の
統
一
戦
線
、
民
族
、
宗
教
工
作

部
門
の
『
投
降
主
義
路
線
執
行
』
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
が
す
提
案
に
つ
い
て
の
通
知
」
を
発
し
た
後
、
統
一
戦
線
部
門
が
名
誉
回
復
さ
れ
、

宗
教
政
策
も
再
開
さ
れ
）
33
（
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
文
革
期
間
中
は
地
下
で
忍
び
や
か
に
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
活
動
も
徐
々
に
公
然
の
場
へ
と
復

活
し
始
め
た
。
ま
た
、
基
督
教
復
活
の
過
程
は
、
三
自
委
員
会
の
下
に
一
本
化
し
た
は
ず
の
数
々
の
教
派
が
復
活
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。

以
下
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
党
が
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

㈠
　
宗
教
政
策
の
再
開

　
文
革
終
結
後
の
宗
教
政
策
は
、
基
本
的
に
建
国
初
期
に
形
成
さ
れ
た
前
述
の
制
度
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
。
党
中
央
は
一
九
八
二
年
三

月
、「
わ
が
国
の
社
会
主
義
時
期
の
宗
教
問
題
に
関
す
る
基
本
観
点
と
基
本
政
策
」（「
一
九
号
文
件
」
の
名
で
知
ら
れ
る
。
以
下
、「
一
九
号
文

件
」）
と
い
う
文
書
を
発
し
、
以
後
の
宗
教
政
策
に
お
け
る
全
般
的
方
針
や
課
題
を
示
し
た
。
宗
教
問
題
に
関
し
て
文
革
後
の
党
が
ま
ず

直
面
し
た
課
題
は
、
文
革
期
の
宗
教
に
対
す
る
抑
圧
に
よ
り
失
わ
れ
た
信
徒
た
ち
の
党
に
対
す
る
信
頼
を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
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こ
で
「
一
九
号
文
件
」
は
冒
頭
で
、
宗
教
は
社
会
主
義
社
会
に
お
い
て
も
長
期
に
わ
た
っ
て
存
続
す
る
こ
と
を
認
め
、
一
九
五
七
年
以
後

の
宗
教
政
策
に
お
け
る
左
傾
の
誤
り
を
認
め
た
。

　
ま
た
、「
一
九
号
文
件
」
で
は
、
宗
教
界
に
対
す
る
統
一
戦
線
に
お
い
て
宗
教
界
リ
ー
ダ
ー
と
愛
国
宗
教
団
体
を
建
国
初
期
と
同
様
に

重
視
す
る
旨
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
党
は
統
一
戦
線
工
作
が
再
開
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
宗
教
界
リ
ー
ダ
ー
を
体
制
に
引
き
戻
し
た

り
取
り
込
ん
だ
り
す
る
作
業
に
着
手
し
て
い
た
。
一
九
七
九
年
二
月
、
党
中
央
統
戦
部
は
「
宗
教
界
リ
ー
ダ
ー
へ
の
政
策
執
行
を
し
っ
か

り
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
意
見
」
を
出
し
、
僧
や
牧
師
な
ど
の
職
業
宗
教
者
を
寺
院
や
教
会
な
ど
の
現
場
に
復
帰
さ
せ
る
な
ど
の
方
針
を

示
し
）
34
（

た
。
ま
た
、
革
新
運
動
に
反
対
し
た
か
ど
で
逮
捕
さ
れ
た
王
明
道
な
ど
の
教
会
リ
ー
ダ
ー
を
釈
放
し
）
35
（

た
。
愛
国
宗
教
団
体
に
対
し
て

は
、
一
九
八
〇
年
一
月
に
党
中
央
が
統
戦
部
の
「
各
宗
教
団
体
の
全
国
性
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
報
告
」
を
批
准
し
、
団
体

活
動
を
再
開
さ
せ
）
36
（

た
。
一
九
八
二
年
の
「
一
九
号
文
件
」
で
は
、
こ
う
し
た
政
策
に
沿
う
か
た
ち
で
、
宗
教
界
リ
ー
ダ
ー
を
「
獲
得
し
、

団
結
さ
せ
教
育
す
る
」
こ
と
が
「
党
の
宗
教
政
策
を
貫
徹
実
行
す
る
た
め
の
極
め
て
重
要
な
前
提
条
件
」
と
さ
れ
、
愛
国
宗
教
団
体
に
そ

の
役
割
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
「
宗
教
政
策
を
根
付
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、
宗
教
活
動
を
正
常
化
さ
せ
る
重
要
な
組
織
的
保
証
で

あ
る
」
と
規
定
さ
れ
た
。

　「
一
九
号
文
件
」
で
も
う
一
点
注
目
す
べ
き
は
、
宗
教
活
動
場
所
に
関
す
る
規
定
が
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
活
動
は
一
定

の
場
所
で
行
わ
れ
る
べ
き
旨
が
示
さ
れ
、
す
べ
て
の
活
動
場
所
は
「
政
府
の
宗
教
事
務
部
門
の
行
政
指
導
の
下
に
置
か
れ
る
」
と
規
定
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
活
動
場
所
、
す
な
わ
ち
寺
院
や
教
会
の
土
地
や
建
物
を
宗
教
団
体
に
返
還
し
た
り
、
建
物
等
が
取
り
壊
さ
れ
て
し

ま
っ
た
場
合
に
は
賠
償
し
た
り
す
る
こ
と
が
当
面
の
課
題
と
さ
れ
）
37
（

た
。

　
宗
教
政
策
の
復
活
を
宣
言
す
る
「
一
九
号
文
件
」
が
発
出
さ
れ
た
の
に
は
、
胡
耀
邦
の
貢
献
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
胡
耀
邦

は
チ
ベ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
少
数
民
族
地
域
が
抱
え
る
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
脈
の
中
で

彼
は
宗
教
問
題
で
も
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
発
揮
し
た
。
党
総
書
記
に
就
任
し
た
ば
か
り
の
胡
耀
邦
が
一
九
八
〇
年
三
月
に
主
宰
し
た
チ
ベ
ッ
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ト
工
作
座
談
会
の
紀
要
で
は
、
民
族
団
結
の
観
点
か
ら
大
衆
の
正
常
な
宗
教
活
動
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
、
チ
ベ
ッ

ト
族
の
民
族
宗
教
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
記
述
が
な
さ
れ
）
38
（

た
。
当
紀
要
が
発
出
さ
れ
た

後
の
一
九
八
〇
年
七
月
に
は
、
楊
静
仁
（
国
家
民
族
事
務
委
員
会
主
任
、
一
九
八
二
年
か
ら
党
中
央
統
戦
部
長
兼
任
）
が
『
紅
旗
』
上
に
チ
ベ
ッ

ト
工
作
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
中
で
楊
静
仁
は
、
宗
教
は
人
為
的
、
強
制
的
に
は
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
沿
っ
て
人
び
と
の
生
活
水
準
や
科
学
文
化
水
準
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
で
宗
教
問
題
を
解
決
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
述
べ
）
39
（
た
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
社
会
主
義
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
存
在
を
正
当
化
す
る
た
め
の
論
理
が
検
討
さ
れ
始
め
、
胡
耀

邦
は
こ
の
作
業
を
党
中
央
書
記
処
に
任
せ
た
。
そ
し
て
胡
耀
邦
の
秘
書
で
あ
っ
た
鄭
必
堅
が
主
筆
と
な
っ
て
「
一
九
号
文
件
」
が
作
成
さ

れ
、
党
中
央
書
記
処
か
ら
発
出
さ
れ
た
の
で
あ
）
40
（
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
胡
耀
邦
の
影
響
の
下
で
「
一
九
号
文
件
」
が
作
成
さ
れ
国
内
の
宗
教
活
動
は
文
革
期
に
比
べ
大
幅
に
認
め
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
九
五
〇
年
代
と
同
様
に
政
府
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
組
織
や
場
所
の
下
で
の
活
動
に
限
ら
れ
た
。
党
は

公
認
の
宗
教
に
つ
い
て
は
「
正
常
な
宗
教
活
動
」
と
し
て
政
府
の
保
護
を
与
え
た
が
、
他
方
で
、「
正
常
な
宗
教
活
動
」
の
枠
外
で
展
開

さ
れ
る
信
仰
活
動
、
す
な
わ
ち
反
動
会
道
門
や
異
端
的
邪
説
を
唱
え
る
信
仰
団
体
に
つ
い
て
は
、
厳
し
く
取
り
締
ま
っ
た
。
党
は
、
一
九

五
〇
年
代
に
一
掃
し
た
は
ず
の
反
動
会
道
門
が
文
革
終
結
後
に
間
も
な
く
復
活
し
た
こ
と
に
対
し
強
い
警
戒
を
示
し
た
。
一
九
八
〇
年
代

半
ば
に
公
安
部
が
作
成
し
た
内
部
資
料
は
、
全
国
の
反
動
会
道
門
に
よ
る
破
壊
活
動
案
件
が
一
九
八
一
年
に
は
前
年
比
七
八
・
九
パ
ー
セ

ン
ト
増
、
一
九
八
二
年
に
は
三
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
増
と
、
年
々
増
加
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
）
41
（

る
。

　
特
に
党
は
、
整
っ
た
組
織
系
統
と
教
義
を
持
つ
信
仰
集
団
を
警
戒
し
て
い
た
。
党
が
最
も
警
戒
す
る
反
動
会
道
門
の
一
つ
に
一
貫
道
が

あ
る
が
、
公
安
部
門
は
そ
れ
ら
の
集
団
の
組
織
構
成
（
内
部
の
分
派
、
支
部
構
成
、
指
導
者
層
の
職
務
分
担
な
ど
）
と
主
な
教
義
を
詳
細
に
調

査
し
て
い
た
。
党
が
こ
う
し
た
集
団
を
警
戒
す
る
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
懸
念
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
信
仰
集
団

の
影
響
力
が
基
層
党
組
織
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
党
に
よ
る
統
治
を
維
持
す
る
上
で
の
一
つ
の
要
で
あ
る
基
層
党
組
織
が
信
仰
集
団
に
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乗
っ
取
ら
れ
る
こ
と
を
党
は
特
に
警
戒
し
て
い
た
。
実
際
、
河
南
省
の
林
県
で
は
、
花
斎
道
と
い
う
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
人
物
が
生
産

大
隊
長
を
務
め
、
三
〇
名
の
党
員
な
ど
を
勧
誘
し
て
そ
の
メ
ン
バ
ー
に
し
た
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
多
く
の
メ
ン

バ
ー
を
抱
え
る
集
団
が
複
数
の
県
や
省
に
わ
た
っ
て
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
初
頭
の
時
点
で
、
河
南
省
と
安
徽

省
の
二
省
四
県
で
活
動
し
て
い
た
聖
賢
教
や
、
雲
南
省
内
の
複
数
の
市
や
県
で
活
動
し
て
い
た
一
貫
道
が
厳
し
い
取
り
締
ま
り
を
受
け
た
。

第
三
に
、
信
徒
数
が
拡
大
す
る
こ
と
で
あ
る
。
文
革
が
終
結
し
宗
教
信
仰
の
自
由
が
復
活
す
る
や
、
自
分
た
ち
を
仏
教
や
儒
教
の
正
統
な

集
団
で
合
法
的
な
存
在
で
あ
る
と
見
せ
な
が
ら
布
教
活
動
を
行
う
集
団
が
現
れ
た
こ
と
を
党
は
察
知
し
て
い
た
。
第
四
に
、
海
外
の
信
仰

集
団
の
国
内
へ
の
侵
入
で
あ
る
。
香
港
や
東
南
ア
ジ
ア
で
組
織
的
な
発
展
を
遂
げ
た
集
団
が
国
内
で
活
動
を
開
始
し
た
こ
と
が
特
に
警
戒

さ
れ
て
い
る
。
公
安
部
門
は
こ
れ
を
一
九
八
〇
年
以
降
の
新
し
い
傾
向
と
見
な
し
た
。
対
外
開
放
を
受
け
て
、
公
安
部
門
は
信
仰
集
団
の

侵
入
に
警
戒
心
を
持
ち
始
め
た
と
言
え
）
42
（

る
。

㈡
　
三
自
組
織
改
革
を
め
ぐ
る
動
き

1　

改
革
案
の
提
起

　
制
度
外
で
の
信
仰
集
団
の
増
加
に
脅
威
を
覚
え
た
党
は
、
各
愛
国
宗
教
団
体
に
す
べ
て
の
信
徒
を
団
体
へ
と
呼
び
寄
せ
る
こ
と
を
最
重

要
の
任
務
と
し
て
課
し
た
。
一
九
八
〇
年
一
〇
月
、
文
革
終
結
後
初
め
て
開
か
れ
た
三
自
組
織
の
最
高
機
関
で
あ
る
中
国
基
督
教
第
三
期

全
国
会
議
に
出
席
し
た
蕭
賢
法
（
国
務
院
宗
教
事
務
局
長
）
は
、「
団
結
」
の
問
題
に
つ
い
て
講
話
を
行
っ
た
。
彼
は
、
鄧
小
平
が
一
九
七

九
年
に
統
一
戦
線
工
作
の
新
し
い
任
務
と
し
て
示
し
た
祖
国
統
一
を
擁
護
す
る
愛
国
者
と
の
団
結
と
い
う
方
針
に
沿
い
、
体
制
に
悪
影
響

を
与
え
る
者
を
除
い
た
す
べ
て
の
基
督
教
信
徒
を
三
自
組
織
お
よ
び
そ
の
下
に
あ
る
教
会
に
引
き
つ
け
る
こ
と
を
、
同
組
織
に
要
請
し
）
43
（
た
。

　
こ
の
任
務
を
達
成
す
る
に
は
、「
一
九
号
文
件
」
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
愛
国
宗
教
団
体
は
党
や
政
府
の
指
導
を
受
け
入
れ
る
だ
け

で
な
く
、
団
体
自
身
が
宗
教
界
の
問
題
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
、
宗
教
界
の
合
法
的
権
益
を
代
表
で
き
る
よ
う
に
し
た
り
し
て
、
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信
徒
の
信
頼
を
得
る
組
織
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
治
的
要
請
の
下
で
三
自
組
織
の
改
革
を
提
起
し
た
の
が
、
三
自
委
員
会

主
席
の
丁
光
訓
で
あ
っ
た
。

　
丁
光
訓
の
改
革
案
の
目
的
は
、
数
々
の
政
治
運
動
を
経
て
行
政
機
関
と
化
し
て
し
ま
っ
た
三
自
組
織
を
、「
一
九
号
文
件
」
の
規
定
に

あ
る
よ
う
に
信
徒
側
の
権
益
を
よ
り
代
表
で
き
る
機
関
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
章
で
記
し
た
よ
う
に
、
建
国
初
期
の
三
自
組
織
は
、

反
帝
国
主
義
と
い
う
政
治
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
で
一
連
の
革
新
運
動
を
展
開
し
、「
革
新
宣
言
」
に
賛
同
し
な
い
者
な
ど
に
対
し
て
告
発

大
会
で
自
己
批
判
を
強
要
す
る
な
ど
、
基
督
教
界
に
政
治
の
理
論
を
持
ち
込
み
、
上
意
下
達
型
の
機
関
と
し
て
行
動
し
た
。
こ
れ
に
よ
り

三
自
組
織
は
、「
教
会
の
よ
う
で
教
会
で
な
く
、
政
府
の
よ
う
で
政
府
で
な
い
、
教
会
指
導
管
理
部
）
44
（

門
」
と
な
り
、
信
徒
か
ら
の
信
頼
を

得
に
く
い
機
関
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
丁
光
訓
は
、
各
地
の
地
方
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
が
当
地
の
宗
教
局
と
と
も
に
基
層
教
会
の
人

事
や
運
営
に
介
入
し
て
い
る
状
況
を
大
き
な
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
例
え
ば
丁
光
訓
は
一
九
八
四
年
に
政
府
幹
部
ら
に
向
け
て
、
地

方
の
宗
教
局
幹
部
や
三
自
組
織
役
員
の
問
題
点
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
し
た
。
第
一
に
、
一
部
の
地
方
の
宗
教
局
幹
部
が
宗
教
団
体
内

部
の
問
題
に
ま
で
介
入
し
独
断
的
に
決
定
や
政
策
執
行
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
幹
部
は
宗
教
や
信
徒
に
つ
い
て
の

理
解
が
乏
し
い
。
第
二
に
、
愛
国
宗
教
団
体
の
名
義
で
宗
教
活
動
を
取
り
締
ま
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
河
南
省

な
ど
で
「
基
督
教
徒
愛
国
守
法
公
約
」
と
い
っ
た
文
書
が
省
三
自
委
員
会
か
ら
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
伝
道
者
の
活
動
範
囲
を
制
限
し
た

り
、
現
代
派
の
教
義
と
は
反
す
る
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
主
義
的
な
信
仰
形
態
を
禁
じ
た
り
す
る
条
文
を
含
ん
で
い
）
45
（
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

愛
国
宗
教
団
体
に
す
べ
て
の
信
徒
を
団
結
さ
せ
る
の
に
不
利
な
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
第
三
に
、
各
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
役
員
の
人
選
が

当
地
の
宗
教
局
幹
部
の
意
向
に
沿
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
局
幹
部
は
往
々
に
し
て
自
身
に
従
う
牧
師
ら
を
三
自
組
織
の

役
員
に
据
え
る
。
す
な
わ
ち
、
三
自
組
織
役
員
の
選
出
に
信
徒
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宗
教
界
リ
ー
ダ
ー
が
宗
教
界
の
合
法
的

権
益
を
代
表
で
き
な
い
状
況
に
な
っ
て
い
）
46
（

た
。
以
上
の
よ
う
に
、
丁
光
訓
は
政
府
幹
部
と
三
自
組
織
役
員
双
方
の
問
題
を
指
摘
し
、
三
自

委
員
会
が
信
徒
の
側
に
立
っ
て
活
動
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
局
の
行
政
活
動
を
補
助
す
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
て
い
る
こ
と
を
問
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題
視
し
た
の
で
あ
る
。

　
三
自
組
織
が
抱
え
る
上
記
の
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
、
丁
光
訓
は
三
自
組
織
の
会
議
や
全
国
政
治
協
商
会
議
（
以
下
、
全
国
政
協
）

な
ど
の
席
で
、
愛
国
宗
教
団
体
と
党
・
政
府
の
関
係
を
見
直
す
改
革
案
を
提
起
し
て
い
っ
た
。
丁
光
訓
は
会
議
の
席
で
度
々
「
教
会
化
」

や
「
教
会
式
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
三
自
組
織
や
そ
の
傘
下
の
教
会
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
い
た
。
一
九
八
七
年
八
月
に
成
都
で
開
か

れ
た
全
国
両
会
常
務
委
員
会
第
二
回
連
席
会
）
47
（

議
（
以
下
、
成
都
会
議
）
で
は
、
三
自
組
織
の
教
会
化
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
訴
え
た
。

三
自
は
確
か
に
政
治
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
基
督
教
組
織
で
も
あ
り
、
一
般
的
な
政
治
組
織
で
は
な
い
。
三
自
は
特
殊
な
政
治
組
織
で
あ
る
か

ら
、
政
治
工
作
を
し
っ
か
り
行
う
と
同
時
に
、
こ
の
特
殊
性
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
三
自
は
教
会
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
教
会
化
す
れ
ば
、
三
自
は
さ
ら
に
多
く
の
信
徒
と
団
結
す
る
こ
と
が
で
き
）
48
（

る
。

こ
こ
で
い
う
教
会
化
の
「
教
会
」
と
は
、
礼
拝
等
が
行
わ
れ
る
建
物
（church

）
で
は
な
く
、
信
徒
の
集
合
体
（ecclesia

）
を
指
し
て
い

る
。
丁
光
訓
の
言
う
三
自
組
織
の
特
殊
性
と
は
、
三
自
組
織
が
他
の
大
衆
団
体
と
異
な
り
信
仰
を
同
じ
く
す
る
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
党
の
三
自
組
織
へ
の
指
導
は
他
の
人
民
団
体
と
同
様
で
あ
る
べ
き
で
は
な
く
、
信
徒
の
集
合
体
の
外
部
（
統
戦

部
や
宗
教
局
）
か
ら
の
介
入
の
実
態
を
改
善
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
徒
の
三
自
組
織
へ
の
信
頼
を
回
復
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
当

会
議
で
の
発
言
や
前
出
の
一
九
八
四
年
の
講
話
な
ど
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
成
都
会
議
で
の
講
話
の
中
で
彼
は
、
三
自
組
織
内

部
に
も
個
人
の
利
益
に
固
執
し
、
教
会
を
自
分
の
領
土
の
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
い
る
と
述
べ
）
49
（
た
。
そ
し
て
一
九
八
八
年
一
二

月
に
上
海
の
田
林
賓
館
で
開
か
れ
た
全
国
両
会
常
務
委
員
会
第
三
回
連
席
会
議
（
以
下
、
田
林
会
議
）
で
は
、
基
督
教
協
会
と
基
層
教
会

の
関
係
は
「
行
政
的
関
係
で
は
な
く
教
会
的
、
牧
羊
的
関
係
で
あ
る
べ
き
で
、
ま
た
権
力
に
依
拠
し
た
監
督
の
か
た
ち
で
体
現
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
神
学
上
や
原
則
上
の
指
導
や
補
助
と
い
う
か
た
ち
で
体
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
披
露
し
）
50
（

た
。
こ
こ
で
彼
が
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三
自
組
織
や
三
自
委
員
会
で
は
な
く
基
督
教
協
会
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
行
政
組
織
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
っ
た
三
自
委
員
会
で
は
な
く
、

一
九
八
〇
年
に
創
設
さ
れ
た
基
督
教
の
教
務
組
織
で
あ
る
基
督
教
協
会
の
役
割
を
大
き
く
す
る
こ
と
を
三
自
組
織
の
教
会
化
の
具
体
的
方

策
と
し
て
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
文
革
終
結
後
に
三
自
組
織
を
再
開
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
丁
光
訓
は
聖
書
の
出
版
や
改
訳
、
神
学
校

の
運
営
な
ど
を
司
る
教
務
組
織
を
三
自
委
員
会
と
は
別
個
に
立
ち
上
げ
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
た
。
教
会
が
本
来
担
う
べ
き
教
務
を

行
う
組
織
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
で
、
三
自
組
織
制
度
の
外
に
い
る
信
徒
の
三
自
系
教
会
に
対
す
る
印
象
を
改
善
し
、
彼
ら
を
少
し
で

も
制
度
内
に
引
き
込
も
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
丁
光
訓
は
、
基
督
教
協
会
を
設
立
す
る
に
あ
た
り
、
三
自
委
員
会
と
基
督
教
協
会

は
密
接
に
協
力
し
あ
う
関
係
で
あ
る
が
、
一
方
が
も
う
一
方
を
指
導
す
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
）
51
（

た
。
し
か
し
実

際
に
は
、
人
材
不
足
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
中
央
お
よ
び
地
方
の
基
督
教
協
会
の
役
員
人
事
は
同
級
三
自
委
員
会
と
ほ
と
ん
ど
重
複
し
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
丁
光
訓
は
、
一
九
八
六
年
の
中
国
基
督
教
第
四
期
全
国
会
議
で
、
基
督
教
協
会
の
な
い
三
自
委
員
会
は
教
会
や
信
徒

か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
基
督
教
協
会
が
信
徒
の
た
め
の
教
務
を
遂
行
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
）
52
（
た
。

　
改
革
支
持
派
の
言
論
は
、
当
時
の
政
治
環
境
に
支
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
大
衆
団
体
の
改
革
に
つ
い
て
は
、
一
九
八

〇
年
一
〇
月
に
発
表
さ
れ
た
「
庚
申
改
革
案
」
か
ら
議
論
が
起
き
て
い
た
が
、
一
九
八
七
年
一
一
月
に
開
か
れ
た
党
第
一
三
回
全
国
代
表

大
会
で
の
報
告
で
趙
紫
陽
総
書
記
が
「
党
政
分
離
」
だ
け
で
な
く
党
・
政
府
と
大
衆
団
体
の
関
係
の
正
常
化
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
大
衆

団
体
改
革
の
議
論
を
勢
い
づ
け
）
53
（
た
。
そ
の
後
一
九
八
八
年
四
月
に
開
か
れ
た
第
七
期
全
国
政
協
第
一
回
会
議
に
お
い
て
、
趙
樸
初
（
中
国

仏
教
協
会
会
長
）
は
目
下
の
宗
教
工
作
に
お
け
る
三
つ
の
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
し
て
「
政
教
分
離
」
を
あ
げ
た
。
こ
こ
で
彼
は
、
政
府

の
宗
教
工
作
部
門
、
宗
教
団
体
、
寺
院
や
教
会
そ
れ
ぞ
れ
の
職
能
を
分
離
す
べ
き
こ
と
、
宗
教
団
体
に
対
す
る
政
府
の
指
導
お
よ
び
管
理

の
制
度
や
方
法
を
改
め
る
べ
き
こ
と
、
宗
教
団
体
を
党
と
政
府
の
指
導
を
受
け
な
が
ら
も
独
立
自
主
で
工
作
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と

な
ど
の
意
見
を
提
起
し
）
54
（

た
。
こ
れ
に
対
し
て
丁
光
訓
は
、
統
戦
部
主
催
の
第
二
回
中
国
統
一
戦
線
理
論
研
究
会
の
場
で
、
汪
維
藩
（
金
陵

協
和
神
学
院
教
務
長
）
と
と
も
に
賛
同
の
意
を
示
し
て
）
55
（
た
。
ま
た
、
丁
光
訓
自
身
も
一
九
八
九
年
三
月
の
第
七
期
全
国
政
協
第
二
回
会
議
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に
お
い
て
、
教
会
人
事
や
牧
師
任
命
に
対
す
る
教
会
関
係
者
の
発
言
権
を
高
め
る
べ
き
こ
と
な
ど
の
具
体
的
改
革
案
を
提
示
し
）
56
（
た
。
ま
た

こ
の
時
期
に
は
、
愛
国
宗
教
団
体
の
改
革
以
外
に
も
宗
教
や
宗
教
活
動
に
つ
い
て
規
定
す
る
宗
教
基
本
法
を
起
草
す
る
動
き
も
あ
り
、
政

治
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
一
つ
の
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
）
57
（
た
。

2　

改
革
案
へ
の
抵
抗

　
基
督
教
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
上
述
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
自
組
織
の
人
び
と
、
特
に
文
革

期
よ
り
も
前
か
ら
地
方
三
自
組
織
の
役
員
を
務
め
る
古
参
委
員
は
必
ず
し
も
丁
光
訓
ら
改
革
を
訴
え
る
役
員
の
意
見
を
支
持
し
な
か
っ
た
。

前
出
の
成
都
会
議
や
田
林
会
議
で
は
三
自
組
織
の
改
革
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
紛
糾
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
汪
維
藩
の
回
顧
に
よ

れ
ば
、
一
部
の
古
参
委
員
が
天
安
門
事
件
後
に
、
田
林
会
議
を
「
党
の
指
導
に
反
対
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
化
を
進
め
る
と
い
う
悪
事
を

企
て
た
会
合
」
と
批
判
し
た
と
い
う
が
、
こ
う
し
た
委
員
た
ち
が
丁
光
訓
ら
が
提
起
し
た
改
革
案
に
強
く
反
対
し
た
と
見
ら
れ
）
58
（

る
。
彼
ら

は
、
三
自
組
織
役
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
各
級
の
人
民
代
表
や
政
協
委
員
の
地
位
に
与
る
こ
と
が
で
き
た
。
職
業
宗
教
者
の
中
か
ら
宗
教
界

リ
ー
ダ
ー
を
選
出
し
、
彼
ら
を
政
協
委
員
な
ど
の
役
職
に
就
か
せ
る
と
い
う
の
は
統
一
戦
線
工
作
の
一
つ
の
手
法
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は

宗
教
界
を
体
制
に
取
り
込
む
た
め
に
宗
教
界
の
一
部
の
層
に
一
種
の
権
益
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
権
益
を
獲
得
し
た
い
職
業

宗
教
者
に
と
っ
て
は
、
三
自
組
織
の
役
員
選
出
を
事
実
上
行
っ
て
い
る
宗
教
局
と
の
関
係
に
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
改
革
は
望
ま
し

く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
既
存
の
統
一
戦
線
制
度
は
人
事
の
み
な
ら
ず
、
よ
り
物
質
的
な
供
与
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一

九
八
〇
年
に
国
務
院
宗
教
事
務
局
は
「
宗
教
事
務
費
に
関
す
る
通
知
」
を
発
し
、
生
活
が
困
難
な
職
業
宗
教
者
に
党
・
政
府
が
生
活
補
助

費
を
支
給
す
る
こ
と
を
定
め
）
59
（

た
。
統
一
戦
線
制
度
の
下
で
物
質
的
恩
恵
を
獲
得
し
た
層
が
大
衆
団
体
改
革
の
抵
抗
勢
力
と
な
っ
た
。

　
彼
ら
は
な
ぜ
、
丁
光
訓
ら
の
改
革
案
に
強
い
抵
抗
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
、
当
時
の
基
督
教
界
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に

問
題
が
あ
り
、
三
自
組
織
中
央
の
意
見
が
地
方
三
自
組
織
や
基
層
教
会
に
ま
で
浸
透
し
に
く
か
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
三
自
組
織
内
に
お

け
る
中
央
か
ら
地
方
・
基
層
へ
の
タ
テ
の
指
導
系
統
は
脆
弱
だ
っ
た
。
地
方
三
自
組
織
や
基
層
教
会
は
、
基
督
教
界
に
対
す
る
統
一
戦
線
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制
度
の
中
で
、
上
級
の
三
自
組
織
か
ら
だ
け
で
な
く
、
同
行
政
レ
ベ
ル
の
党
委
員
会
統
戦
部
、
人
民
政
府
宗
教
事
務
部
門
（
宗
教
局
）
か

ら
も
指
導
を
受
け
る
立
場
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
方
の
三
自
組
織
や
教
会
は
、
三
自
組
織
と
い
う
タ
テ
方
向
の
指
令
系
統
と
、
同
行
政

レ
ベ
ル
の
党
機
関
、
政
府
機
関
か
ら
の
ヨ
コ
方
向
の
指
令
系
統
の
二
方
向
か
ら
の
指
導
・
監
督
を
受
け
る
。

　
こ
の
二
種
類
の
指
導
・
監
督
を
比
較
す
る
と
、
ヨ
コ
方
向
の
そ
れ
が
タ
テ
方
向
の
そ
れ
よ
り
も
強
力
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
二
章

で
触
れ
た
よ
う
に
、
政
府
の
宗
教
事
務
処
は
一
九
五
一
年
か
ら
各
大
行
政
区
に
設
置
さ
れ
始
め
、
一
九
五
四
年
一
一
月
に
国
務
院
宗
教
事

務
局
が
成
立
し
た
。
ま
た
宗
教
事
務
局
の
業
務
主
管
範
囲
や
指
導
系
統
も
徐
々
に
規
定
さ
れ
て
い
っ
た
。
一
九
五
三
年
末
の
時
点
で
は
、

政
務
院
宗
教
事
務
処
は
天
主
教
と
基
督
教
を
管
轄
し
、
仏
教
、
道
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
は
政
務
院
民
族
事
務
委
員
会
の
管
轄
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
一
九
五
七
年
三
月
に
な
る
と
、
上
記
五
大
宗
教
す
べ
て
に
関
す
る
工
作
を
党
内
で
は
各
級
の
統
戦
部
が
、
政
府
内
で
は
各
級
の
宗

教
事
務
部
門
が
そ
れ
ぞ
れ
統
一
的
に
主
管
す
る
こ
と
が
党
中
央
に
よ
り
決
定
さ
れ
）
60
（

た
。
一
方
で
、
三
自
組
織
の
指
導
系
統
の
整
備
は
、
各

地
方
で
進
展
に
差
が
あ
っ
た
。
省
級
行
政
単
位
三
〇
（
一
九
九
〇
年
末
時
点
）
の
う
ち
、
一
九
五
〇
年
代
中
に
省
級
三
自
委
員
会
が
設
置

さ
れ
た
の
は
一
八
で
、
一
九
六
〇
年
代
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
一
、
文
革
を
経
て
宗
教
政
策
が
再
開
さ
れ
た
の
ち
の
一
九
八
〇
年
代
に

な
っ
て
初
め
て
三
自
組
織
が
設
置
さ
れ
た
省
も
七
を
数
え
）
61
（
る
。
こ
の
よ
う
に
地
方
組
織
の
設
置
に
遅
れ
を
取
っ
た
三
自
組
織
は
、
自
ら
の

組
織
内
の
上
級
か
ら
下
級
へ
の
指
導
系
統
を
十
分
に
確
立
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
地
方
三
自
組
織
は
、
上
級
の
三
自
組
織
の
指
導

よ
り
も
同
行
政
レ
ベ
ル
の
党
機
関
や
政
府
機
関
の
指
導
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
実
際
、
教
会
の
再
開
や
信
徒
の
家
な
ど
の
教
会
以
外
の
場
所
で
の
集
会
（
家
庭
集
会
）
の
問
題
の
処
理
に
お
い
て
、
地
方
レ
ベ
ル
の
党

統
戦
部
、
政
府
宗
教
事
務
部
門
は
大
き
な
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
教
会
を
再
開
す
る
に
は
、
文
革
中
に
他
の
機
関
に
接
収
さ
れ
た
教
会
建

物
な
ど
の
不
動
産
を
教
会
に
返
還
し
た
り
、
建
物
等
が
破
壊
、
損
傷
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
弁
償
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ

う
し
た
過
程
で
は
党
や
政
府
の
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
の
理
解
や
協
力
が
必
要
で
あ
り
、
統
戦
部
や
宗
教
局
が
党
・
政
府
内
で
積
極
的
に
動
く

こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
各
地
の
宗
教
局
は
家
庭
集
会
を
行
う
信
徒
を
三
自
組
織
傘
下
の
教
会
へ
と
統
合
し
よ
う
と
し
た
。
中
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国
で
四
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
教
会
を
調
査
し
、
現
在
は
国
際
福
音
宣
教
会
（
旧
中
国
奥
地
伝
道
団
）
の
中
国
研
究
部
門
の

責
任
者
で
あ
る
ラ
ン
バ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
浙
江
省
慈
渓
県
（
現
慈
渓
市
）
の
宗
教
局
は
県
内
で
の
教
会
の
再
開
に
際
し
、
次
の
よ
う
な
内

容
の
文
書
を
発
し
た
。
県
宗
教
局
は
、
一
一
人
の
基
督
教
信
徒
が
教
会
委
員
会
を
設
立
し
、
当
委
員
会
が
県
党
委
員
会
お
よ
び
政
府
の
指

導
の
下
で
教
会
の
再
建
を
進
め
る
こ
と
を
許
可
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
県
内
の
家
庭
教
会
を
す
べ
て
廃
止
し
、
す
べ
て
の
基
督
教
信
徒

は
再
建
さ
れ
る
教
会
に
通
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
た
。
地
方
宗
教
局
の
こ
の
よ
う
な
行
動
は
他
の
地
域
で
も
見
ら
れ
た
と
い
）
62
（

う
。
前
項
に
お

い
て
、
一
部
の
省
で
三
自
委
員
会
の
名
義
で
「
基
督
教
徒
愛
国
守
法
公
約
」
な
ど
の
文
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
こ
う
し
た
文

書
は
当
地
の
統
戦
部
や
宗
教
局
の
強
い
影
響
力
の
下
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
地
方
三
自
組
織
や
教

会
が
受
け
る
タ
テ
と
ヨ
コ
の
二
重
指
導
の
う
ち
、
後
者
の
方
が
比
較
的
強
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

㈢
　
宗
教
活
動
管
理
の
強
化

1　

統
一
戦
線
制
度
外
で
の
宗
教
活
動
の
活
発
化

　
改
革
案
の
進
展
を
阻
ん
だ
の
は
、
三
自
委
員
会
内
部
の
人
び
と
だ
け
で
は
な
い
。
一
九
八
〇
年
代
後
半
以
降
、
党
の
宗
教
政
策
は
宗
教

活
動
、
と
り
わ
け
宗
教
活
動
場
所
に
対
す
る
管
理
を
強
化
す
る
方
向
に
進
み
始
め
、
改
革
案
が
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
間
接
的
に
阻
ん
だ
。

そ
の
背
景
に
は
、
既
存
の
統
一
戦
線
制
度
外
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
活
性
化
へ
の
危
機
意
識
が
あ
っ
た
。

　
一
九
八
二
年
二
月
、
浙
江
省
金
華
市
の
東
陽
県
お
よ
び
義
烏
県
に
お
い
て
、
県
三
自
委
員
会
創
設
準
備
小
組
と
三
自
委
員
会
へ
の
加
入

を
拒
む
教
会
と
の
間
の
対
立
が
暴
力
を
と
も
な
っ
た
か
た
ち
で
表
れ
る
事
件
が
発
生
し
た
。
こ
の
東
陽
義
烏
事
件
の
顚
末
を
複
数
の
資
料

に
基
づ
い
て
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
）
63
（
る
。
県
内
の
す
べ
て
の
教
会
を
三
自
委
員
会
の
下
に
集
結
さ
せ
る
任
務
を
担
っ
て
い
た
創
設

準
備
小
組
は
、
同
年
二
月
中
旬
に
東
陽
県
内
各
教
会
の
牧
師
ら
を
呼
ん
で
学
習
会
を
開
い
た
。
し
か
し
一
部
の
教
会
は
当
学
習
会
へ
の
参

加
を
拒
否
し
、
学
習
会
の
会
場
周
囲
で
祈
禱
集
会
を
行
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
三
自
委
員
会
側
は
同
月
末
、
学
習
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
北
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門
礼
拝
堂
に
公
安
局
の
人
員
や
民
兵
を
連
れ
て
い
き
、
暴
力
的
手
段
を
用
い
な
が
ら
集
会
を
停
止
さ
せ
た
。
同
日
、
義
烏
県
に
お
い
て
も

創
設
準
備
小
組
と
三
自
委
員
会
へ
の
加
入
に
否
定
的
な
教
会
と
の
衝
突
事
件
が
発
生
し
た
。

　
こ
の
東
陽
義
烏
事
件
は
、
発
生
後
間
も
な
く
香
港
の
キ
リ
ス
ト
教
系
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
国
外
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
知
ら
れ
る
事

態
と
な
っ
た
。
三
自
委
員
会
や
党
の
統
一
戦
線
部
門
は
こ
の
事
態
を
重
く
見
た
。
一
九
八
三
年
二
月
、
党
は
江
平
（
中
央
統
戦
部
副
部

長
）
の
ほ
か
、
統
戦
部
、
公
安
部
、
宗
教
事
務
局
の
人
員
を
東
陽
県
、
義
烏
県
に
派
遣
し
調
査
を
行
わ
せ
た
。
江
平
率
い
る
調
査
団
は
、

こ
の
事
件
を
「
呼
喊
派
」（
叫
び
派
）
に
よ
る
社
会
秩
序
攪
乱
事
件
と
断
定
し
た
。
こ
こ
で
言
う
「
呼
喊
派
」
と
は
、
前
出
の
基
督
教
聚

会
処
の
倪
柝
声
の
弟
子
と
さ
れ
る
李
常
受
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
教
派
で
、
礼
拝
等
の
際
に
主
の
名
前
を
叫
ぶ
こ
と
か
ら
そ
の
名
が
つ
い
て

い
る
。
当
調
査
報
告
書
で
「
呼
喊
派
」
は
、
浙
江
省
内
の
各
地
で
信
徒
を
拡
大
し
、
暴
力
的
手
段
に
訴
え
て
党
・
政
府
や
三
自
委
員
会
に

反
対
し
社
会
秩
序
を
乱
し
て
い
る
教
派
で
あ
る
と
さ
れ
）
64
（

た
。

　
当
調
査
報
告
書
に
基
づ
き
、
党
は
「
呼
喊
派
」
を
取
り
締
ま
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た
。
一
九
八
三
年
五
月
、
党
統
戦
部
、
公
安

部
、
国
務
院
宗
教
事
務
局
は
「
い
わ
ゆ
る
『
呼
喊
派
』
を
処
理
す
る
問
題
に
つ
い
て
の
報
告
」
を
作
成
し
、
党
中
央
の
批
准
を
受
け
各
地

に
伝
達
し
、「
呼
喊
派
」
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
）
65
（
た
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
ど
の
教
会
や
信
徒
が
「
呼
喊
派
」
で
あ
る
か

の
判
定
は
基
層
レ
ベ
ル
の
宗
教
局
や
公
安
部
が
行
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
「
呼
喊
派
」
の
取
り
締
ま
り
が
特
に
重
点
的
に
展
開

さ
れ
た
河
南
省
で
は
、「
呼
喊
派
」
で
は
な
い
教
派
へ
も
取
り
締
ま
り
の
手
が
伸
び
た
。
こ
れ
は
当
地
の
公
安
が
「
呼
喊
派
」
の
定
義
を

十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
）
66
（

る
。
そ
も
そ
も
「
呼
喊
派
」
の
定
義
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
た

た
め
に
、
宗
教
局
や
公
安
部
門
、
そ
し
て
地
方
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
は
、
三
自
組
織
に
従
わ
な
い
教
会
勢
力
を
一
律
に
「
呼
喊
派
」
と
認

定
す
る
こ
と
で
、
そ
の
教
会
を
解
散
さ
せ
た
り
取
り
締
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　「
呼
喊
派
」
に
対
す
る
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
た
後
も
、
制
度
外
で
活
動
や
布
教
を
行
う
教
派
は
次
々
に
現
れ
た
。
党
が
「
呼
喊
派
」

に
続
い
て
注
視
し
た
の
は
、「
全
範
囲
教
会
」
で
あ
る
。
徐
永
澤
を
リ
ー
ダ
ー
と
す
る
「
全
範
囲
教
会
」
は
一
九
八
四
年
頃
か
ら
河
南
省
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を
中
心
に
信
徒
を
拡
大
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。「
全
範
囲
教
会
」
は
教
義
的
に
は
基
要
派
の
カ
リ
ス
マ
主
義
の
立
場
を
と
り
、
情
緒
的

高
揚
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
集
会
を
開
い
た
り
し
て
強
い
信
仰
覚
醒
を
起
こ
す
こ
と
に
重
点
を
置
い
）
67
（

た
。
党
は
一
九
八
八
年
一
一
月
、
河

南
省
、
河
北
省
に
お
け
る
基
督
教
、
天
主
教
対
策
に
関
す
る
報
告
会
を
開
催
し
、
そ
こ
で
習
仲
勲
（
党
中
央
政
治
局
委
員
、
書
記
処
書
記
）

が
、「
全
範
囲
教
会
」
を
、
香
港
を
経
由
し
て
大
陸
に
侵
入
し
た
反
動
的
な
勢
力
と
断
定
し
、
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
し
た
。
ま
た
、
習

仲
勲
は
同
会
議
に
お
い
て
、
河
南
省
内
の
教
会
で
広
く
活
動
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
伝
道
者
を
名
乗
る
者
た
ち
の
活
動
は
違
法
で
あ
り
、

彼
ら
の
活
動
を
制
止
す
べ
き
で
あ
る
と
言
明
し
）
68
（
た
。
農
村
に
お
け
る
異
端
的
信
仰
が
広
範
囲
に
広
が
る
こ
と
を
阻
止
し
た
い
党
の
意
図
を

こ
こ
か
ら
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「
呼
喊
派
」
な
ど
へ
の
取
り
締
ま
り
が
強
化
さ
れ
た
の
と
同
時
期
に
、
党
は
宗
教
活
動
場
所
の
管
理
を
強
化
す
る
方
針
を
示
し
た
。
一

九
八
六
年
一
月
の
全
国
宗
教
局
長
会
議
に
お
い
て
、
習
仲
勲
は
今
後
の
一
定
期
間
に
お
け
る
宗
教
工
作
の
主
要
任
務
と
し
て
、「
一
九
号

文
件
」
の
方
針
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
宗
教
活
動
場
所
へ
の
行
政
指
導
を
強
化
す
る
こ
と
を
挙
げ
）
69
（
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
活
動
場
所
に
対

す
る
政
策
の
重
点
の
変
更
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、「
一
九
号
文
件
」
に
従
っ
て
寺
院
や
教
会
の
土
地
、
建
物
等
を
宗
教
団
体
に
返
還

し
た
り
賠
償
し
た
り
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
当
会
議
は
返
還
や
賠
償
は
一
定
程
度
進
ん
だ
と
見
な
し
、
今
後
は
す
で

に
返
還
さ
れ
信
徒
に
開
放
さ
れ
て
い
る
宗
教
活
動
場
所
へ
の
行
政
指
導
を
強
化
す
る
べ
き
旨
を
各
地
の
宗
教
局
幹
部
に
伝
達
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
農
村
部
で
異
端
的
信
仰
が
流
布
し
て
い
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、
三
自
組
織
も
何
ら
か
の
対
応
を
打
ち
出
す
必
要
が
出
て
き

た
。
丁
光
訓
が
三
自
組
織
の
教
会
化
を
提
起
し
た
成
都
会
議
に
お
い
て
、
三
自
組
織
常
務
委
員
会
は
「
農
村
教
会
工
作
の
強
化
に
関
す
る

決
議
」
を
可
決
し
た
。
こ
れ
は
、
基
督
教
信
徒
の
大
部
分
が
存
在
す
る
農
村
部
に
お
い
て
、
神
学
の
訓
練
を
十
分
に
受
け
た
牧
師
や
伝
道

者
が
圧
倒
的
に
不
足
し
て
い
る
た
め
に
、
異
端
的
信
仰
や
国
外
布
教
団
体
の
暗
躍
が
後
を
絶
た
な
い
と
い
う
認
識
の
下
に
作
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
当
決
議
で
は
、
今
後
農
村
部
に
お
い
て
神
学
専
修
教
室
や
聖
書
学
校
を
開
い
た
り
、
牧
師
が
特
に
少
な
い
農
村
教
会
に
対

し
て
は
省
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
が
巡
回
や
訪
問
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
）
70
（
た
。
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ま
た
こ
の
時
期
、
海
外
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
が
中
国
沿
海
部
を
中
心
に
活
動
を
続
々
と
始
め
て
（
あ
る
い
は
再
開
し
て
）
い
た
こ
と
も
、

党
・
政
府
、
三
自
組
織
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
無
視
で
き
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
中
国
が
対
外
開
放
に
舵
を
切
っ
た
の
に
と
も
な
い
、
海
外

の
団
体
の
中
国
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
一
気
に
向
上
し
た
。
香
港
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
華
僑
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
商
業
目
的
の
名
目
で
大
陸
の
沿

海
都
市
部
を
中
心
と
す
る
地
域
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
）
71
（
た
。
ま
た
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
英
語
教
師
と
し
て
大
陸
を

訪
れ
る
一
方
で
学
生
ら
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
て
い
っ
）
72
（

た
。
さ
ら
に
一
九
八
一
年
に
は
、
広
東
省
汕
頭
で
香
港
の
宣
教
団
体
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
る
聖
書
の
「
密
輸
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
行
さ
れ
）
73
（
た
。
こ
の
よ
う
な
海
外
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
進
出
は
、
三
自
組
織
の
指
導
系

統
の
外
側
で
の
教
会
勢
力
の
伸
長
を
補
助
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　
農
村
部
で
の
異
端
的
信
仰
の
増
加
や
海
外
キ
リ
ス
ト
教
団
体
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
政
府
の
公
安
部
門
だ
け
で
な
く
、
三
自
組
織
に

と
っ
て
も
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
。
農
村
部
に
お
い
て
自
身
を
主
と
称
す
る
人
間
が
出
現
し
た
り
、
河
南
省
か
ら
来
た
伝
道
者
が
自
由
主
義

神
学
と
は
対
極
に
あ
る
カ
リ
ス
マ
主
義
的
な
礼
拝
を
広
め
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
三
自
組
織
発
行
の
雑
誌
『
天
風
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
）
74
（
る
。

海
外
か
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
の
進
出
は
、
三
自
組
織
の
指
導
系
統
の
外
側
で
の
教
会
勢
力
の
伸
長
を
補
助
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
、

特
に
三
自
組
織
内
部
の
保
守
派
か
ら
す
れ
ば
、
中
国
基
督
教
の
「
正
統
」
な
教
義
を
信
奉
す
る
三
自
組
織
が
現
在
の
中
国
に
は
依
然
必
要

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
格
好
の
材
料
と
な
っ
た
。
も
と
も
と
帝
国
主
義
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
基
督
教
を
中
国
に
根
付
か
せ
る
こ
と

を
第
一
の
存
在
意
義
と
し
て
い
た
三
自
組
織
に
と
っ
て
、
中
国
の
対
外
開
放
へ
の
一
八
〇
度
の
転
換
は
自
身
の
存
在
意
義
を
薄
く
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
対
外
開
放
を
起
因
と
し
て
異
端
的
信
仰
が
流
行
し
た
り
海
外
の
キ
リ
ス
ト
教
団
体
が
活
動
を
始
め
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ら
を
取
り
締
ま
る
必
要
性
が
大
き
く
な
り
、
揺
ら
い
で
い
た
三
自
組
織
の
存
在
意
義
が
再
び
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

2　

天
安
門
事
件
の
発
生
と
取
り
締
ま
り
の
強
化

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
三
自
組
織
内
部
で
は
、
基
層
教
会
の
活
動
に
対
す
る
管
理
を
め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
つ
は
、
宗
教
局
や
公
安
な
ど
の
行
政
機
関
か
ら
の
管
理
を
で
き
る
限
り
抑
え
、
三
自
組
織
お
よ
び
そ
の
傘
下
の
教
会
が
信
徒
自
身
に
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よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
農
村
部
を
中
心
に
絶
え
ず
出
現
す
る
異
端
的
信
仰
を
取

り
締
ま
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
、
三
自
組
織
は
認
識
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、
三
自
組
織
は
そ
の
改
革
に
つ
い
て
結
論
を
す
ぐ

に
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
田
林
会
議
は
「
三
自
愛
国
組
織
と
基
督
教
協
会
の
関
係
を
正
常
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
決
議
」
を
可
決

し
た
が
、
こ
れ
は
各
級
の
三
自
委
員
会
と
基
督
教
協
会
が
各
自
の
会
規
則
に
基
づ
い
て
工
作
に
お
い
て
分
担
と
協
力
を
行
う
と
い
う
こ
と

を
確
認
す
る
に
留
ま
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
同
会
議
は
次
回
の
全
体
委
員
会
議
の
開
催
を
延
期
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
委
員
会
の
改

革
に
関
す
る
議
論
を
先
送
り
し
）
75
（
た
。
既
得
権
益
に
固
執
す
る
三
自
組
織
委
員
の
改
革
案
に
対
す
る
反
対
意
見
が
非
常
に
根
強
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
改
革
の
議
論
が
先
送
り
さ
れ
て
い
る
中
で
、
第
二
次
天
安
門
事
件
が
発
生
し
た
。
天
安
門
事
件
お
よ
び
そ
の
後
の
東
欧
で
の
体
制
崩
壊

は
、
党
の
ト
ッ
プ
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
宗
教
に
対
す
る
警
戒
心
を
大
き
く
増
幅
さ
せ
た
。
党
の
元
老
で
あ
る
陳
雲
は
、
一
九
九
〇
年
四
月
に

江
沢
民
総
書
記
に
書
簡
を
出
し
、
宗
教
問
題
を
新
た
な
不
安
定
要
素
に
す
る
べ
き
で
は
な
い
旨
を
伝
え
た
。
同
月
、
当
書
簡
は
党
中
央
の

上
層
部
に
転
送
さ
れ
、
宗
教
政
策
が
一
層
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
76
（

た
。
一
九
九
〇
年
一
二
月
の
全
国
宗
教
工
作
会
議
に
は
江
沢
民
や
李

鵬
国
務
院
総
理
な
ど
が
出
席
し
講
話
を
述
べ
た
が
、
党
の
最
高
指
導
者
が
宗
教
工
作
の
会
議
に
参
加
し
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
九
九
一
年
一
月
か
ら
は
党
総
書
記
や
統
一
戦
線
工
作
を
担
当
す
る
政
治
局
常
務
委
員
と
各
愛
国
宗
教
団
体
リ
ー
ダ
ー
と
の
座
談

会
が
毎
年
開
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
一
九
九
一
年
二
月
に
党
中
央
と
国
務
院
が
「
宗
教
工
作
を
よ
り
着
実
に
行
う
上
で
の

若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
通
知
」
を
発
出
し
た
。
こ
こ
で
は
法
に
基
づ
い
て
宗
教
事
務
に
対
す
る
管
理
を
行
う
こ
と
や
、
原
則
と
し
て
県

レ
ベ
ル
の
政
府
に
ま
で
宗
教
工
作
部
門
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
が
規
定
さ
れ
）
77
（

た
。
天
安
門
事
件
以
降
の
こ
う
し
た
動
向
の
下
で
、
大
衆
団

体
や
愛
国
宗
教
団
体
の
改
革
の
議
論
は
最
終
的
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
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四
　
結
　
論

　
改
革
開
放
以
降
の
中
国
基
督
教
は
、
信
徒
の
数
的
増
加
だ
け
で
な
く
、
現
代
派
、
基
要
派
、
さ
ら
に
は
土
着
文
化
と
結
び
付
い
た
異
端

的
信
仰
と
い
う
多
様
な
教
派
や
信
仰
形
態
の
「
復
活
」
と
い
う
か
た
ち
で
多
元
化
を
遂
げ
た
。
こ
の
事
態
に
対
し
、
党
は
建
国
初
期
に
作

り
上
げ
た
統
一
戦
線
制
度
を
活
用
し
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
、
基
督
教
の
中
で
も
現
代
派
を
中
心
と
す
る
信
徒

の
協
力
を
得
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
三
自
組
織
や
傘
下
の
教
会
へ
の
不
信
感
も
あ
り
、
他
の
教
派
の
信

徒
を
取
り
囲
む
の
に
限
界
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
限
界
を
突
破
す
る
た
め
に
、
時
の
三
自
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
丁
光
訓
ら
は
制
度
の
改
革
を
提
案
す
る
が
、
そ
の
改
革
案
の
実

施
は
、
ま
ず
農
村
部
に
お
け
る
異
端
的
信
仰
の
増
加
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
た
。
異
端
的
信
仰
の
増
加
に
対
し
て
は
、
党
・
政
府
、
三
自
組
織

の
改
革
派
、
保
守
派
、
い
ず
れ
の
ア
ク
タ
ー
も
警
戒
や
抵
抗
心
を
抱
く
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
た
。
党
・
政
府
は
、
党
国
体
制
を
維

持
す
る
た
め
に
、
ま
た
治
安
維
持
の
た
め
に
、
異
端
的
信
仰
の
流
行
や
拡
大
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
制
度
上
で
は
、
信
仰
活
動

は
正
統
な
宗
教
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
た
五
大
宗
教
と
反
動
会
道
門
や
「
邪
教
」
と
に
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
両
者
の
間

に
明
確
な
境
界
線
が
あ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
党
・
政
府
と
し
て
は
、
こ
の
境
界
線
周
辺
に
あ
る
信
仰
団
体
に
対
し
て
も
取
り
締
ま

り
の
手
を
伸
ば
し
て
体
制
へ
の
不
安
定
要
素
を
最
小
化
し
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
三
自
組
織
内
部
の
改
革
派
も
、
基
督
教
の
正
統
的
教
義
か

ら
外
れ
た
信
仰
を
野
放
し
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
立
場
に
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
国
に
お
い
て

は
正
統
と
異
端
の
境
界
線
は
教
会
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
が
、
中
国
で
は
党
ま
た
は
政
府
に
よ
っ
て
「
邪
教
」
が
認
定
さ
れ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
政
府
の
政
策
を
執
行
す
る
機
関
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
三
自
組
織
は
、
政
府
の
決
定
に
特
に
逆
ら
う
理
由
が
な
け
れ
ば
、
政

府
が
「
邪
教
」
と
認
定
し
た
集
団
の
取
り
締
ま
り
に
協
力
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
環
境
は
、
三
自
組
織
の
保
守
派
に
有
利
に
は
た
ら
い
た
。
宗
教
の
管
理
や
取
り
締
ま
り
の
強
化
は
、
そ
の
政
策
の
執
行
機

関
で
あ
る
三
自
組
織
の
存
在
意
義
を
持
続
さ
せ
る
作
用
を
有
す
る
。
彼
ら
は
、
党
・
政
府
が
言
う
外
国
の
教
会
勢
力
の
国
内
へ
の
侵
入
の

脅
威
が
続
い
て
お
り
、
農
村
部
で
異
端
的
信
仰
が
拡
大
す
る
中
で
三
自
組
織
を
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
訴
え
、
組
織
の
存
続
を

図
っ
た
。
ま
た
、
彼
ら
は
地
元
の
宗
教
局
幹
部
と
一
種
の
パ
ト
ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
に
あ
る
。
宗
教
局
幹
部
が
三
自
組
織
役
員
の

事
実
上
の
任
命
権
者
と
な
っ
て
い
る
地
方
で
は
、
三
自
組
織
に
と
っ
て
宗
教
局
と
協
調
的
行
動
を
と
る
こ
と
が
自
身
の
利
益
を
と
る
た
め

の
合
理
的
行
動
と
な
る
。
中
央
か
ら
宗
教
場
所
の
管
理
の
強
化
の
号
令
が
発
せ
ら
れ
た
下
で
、
各
地
の
宗
教
局
は
管
理
全
般
を
強
化
す
る

行
動
を
と
り
、
地
方
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
は
そ
れ
に
協
力
し
た
（
あ
る
い
は
協
力
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
の
で
あ
る
。

　
三
自
組
織
を
通
じ
て
基
督
教
信
徒
を
ま
と
め
管
理
す
る
と
い
う
党
の
期
待
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
三
自
組
織
は
党
・
政
府
の
政
策

を
忠
実
に
執
行
す
る
一
方
で
、
信
徒
た
ち
に
寄
り
添
い
、
彼
ら
の
要
望
や
意
見
を
吸
い
上
げ
、
党
・
政
府
に
伝
達
す
る
と
い
う
絶
妙
な
バ

ラ
ン
ス
の
上
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
特
に
地
方
レ
ベ
ル
の
三
自
組
織
は
閉
鎖
的
な
利
益
構
造
に
縛
ら
れ
、
管
轄
地
域
内

で
の
宗
教
活
動
へ
の
強
い
管
理
を
任
務
と
す
る
政
府
機
関
の
配
下
に
置
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
三
自
組
織
制
度
の
外
側
で
は
い
わ
ゆ
る

家
庭
教
会
が
海
外
の
支
援
な
ど
を
得
な
が
ら
成
長
を
続
け
て
い
る
。
既
存
の
基
督
教
信
徒
管
理
制
度
は
克
服
の
困
難
な
機
能
不
全
を
抱
え

て
い
る
。

（
1
）  

中
国
語
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
主
教
」
と
「
基
督
教
」
に
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
繁
雑
に

な
る
の
を
避
け
る
た
め
、「
基
督
教
」
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
意
味
で
用
い
、「
天
主
教
」
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
意
味
で
用
い
る
。
両
教
派
を
特
に
区

別
す
る
必
要
が
な
い
文
脈
で
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
を
用
い
る
。

（
2
）  

「
関
於
我
国
社
会
主
義
時
期
宗
教
問
題
的
基
本
観
点
和
基
本
政
策
（
一
九
八
二
年
三
月
）」
中
共
中
央
文
献
研
究
室
綜
合
研
究
組
、
国
務
院
宗
教

事
務
局
政
策
法
規
司
編
『
新
時
期
宗
教
工
作
文
献
選
編
』（
北
京
：
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
五
六
頁
。

（
3
）  

金
澤
、
邱
永
輝
主
編
『
中
国
宗
教
報
告
（
二
〇
一
一
）』（
北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）、
一
二
八
―
一
二
九
頁
。
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（
4
）  

未
登
記
の
教
会
等
に
通
う
信
徒
を
含
め
た
基
督
教
信
徒
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
推
測
値
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
幅
は
六
〇

〇
〇
万
人
か
ら
一
億
三
〇
〇
〇
万
人
と
な
っ
て
い
る
。Tony Lam

bert, China

’s Christian M
illions 

（O
xford: M

onarch Books, 2006

）, 
pp. 18 -19. D

avid Aikm
an, Jesus in Beijing: H

ow Christianity Is Transform
ing China and Changing the G

lobal Balance of Po- 
wer 

（W
ashington, D

C: Regnery, 2006

）, pp. 6 -8. 

李
凡
「
基
督
教
在
当
代
中
国
的
発
展
」（http://w

w
w.w
orld-china.org/

、
二
〇
一
二

年
一
一
月
五
日
閲
覧
）。

（
5
）  Alan H

unter and Kim
-Kw
ong Chan, Protestantism

 in Contem
porary China （Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 1993

）.

（
6
）  

邢
福
増
『
当
代
中
国
政
教
関
係
』（
香
港
：
建
道
神
学
院
、
二
〇
〇
五
年
第
二
版
）。

（
7
）  

天
児
慧
他
編
『
岩
波
現
代
中
国
事
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）、
九
二
七
―
九
二
八
頁
。

（
8
）  

姚
西
伊
「
二
〇
世
紀
二
三
十
年
代
基
要
派

―
自
由
派
之
争
与
新
教
在
華
伝
教
事
業
」
王
暁
朝
、
楊
熙
楠
主
編
『
信
仰
与
社
会
』（
桂
林
：
広

西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
二
九
四
―
二
九
五
頁
。

（
9
）  

姚
西
伊
、
前
掲
論
文
、
二
八
八
―
三
一
二
頁
。

（
10
）  

梁
家
麟
『
呉
耀
宗
三
論
』（
香
港
：
建
道
神
学
院
、
一
九
九
六
年
）、
一
五
頁
。

（
11
）  

呉
耀
宗
「
立
場
堅
定
　
旗
幟
鮮
明
　
艱
苦
朴
素
　
平
易
近
人

―
紀
念
周
恩
来
同
志
誕
辰
八
十
一
周
年
」『
文
匯
報
』
一
九
七
九
年
三
月
五
日
。

（
12
）  

沈
徳
溶
『
呉
耀
宗
小
伝
』（
上
海
：
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）、
一
二
―
四
〇
頁
。

（
13
）  Christina W

ai-yin W
ong, 

“Expanding Social N
etw
orks: A Case Study of Cora D

eng and Y. T. W
u on Their Roles and Parti- 

cipation in the N
ational Salvation M

ovem
ent in 1930s China,

” 

邢
福
増
主
編
『
大
時
代
的
宗
教
信
仰

―
呉
耀
宗
與
二
十
世
紀
中
国
基

督
教
』（
香
港
：
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
研
究
社
、
二
〇
一
一
年
）、
二
九
一
―
三
四
〇
頁
。

（
14
）  Ibid.

（
15
）  

中
共
上
海
市
委
党
史
資
料
征
集
委
員
会
主
編
『
解
放
戦
争
時
期
上
海
学
生
運
動
史
』（
上
海
：
上
海
翻
譯
出
版
公
司
、
一
九
九
一
年
）。

（
16
）  

梁
家
麟
、
前
掲
書
、
三
―
四
頁
。

（
17
）  

邢
福
増
『
基
督
教
在
中
国
的
失
敗
？

―
中
国
共
産
運
動
與
基
督
教
史
論
』（
香
港
：
道
風
書
社
、
二
〇
一
二
年
増
訂
版
）、
二
九
―
三
三
頁
。

（
18
）  

青
山
瑠
妙
『
現
代
中
国
の
外
交
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
二
〇
頁
。

（
19
）  

沈
徳
溶
、
前
掲
書
、
五
五
―
五
六
頁
。

（
20
）  

邢
福
増
『
基
督
教
在
中
国
的
失
敗
？

―
中
国
共
産
運
動
與
基
督
教
史
論
』、
三
六
―
四
一
頁
。
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（
21
）  

周
恩
来
「
関
於
基
督
教
問
題
的
四
次
談
話
（
一
九
五
〇
年
五
月
）」
中
共
中
央
統
一
戦
線
工
作
部
、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
周
恩
来
統
一

戦
線
文
選
』（
北
京
：
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）、
一
八
〇
―
一
八
七
頁
。
毛
沢
東
「
対
呉
耀
宗
的
中
国
基
督
教
会
三
自
宣
言
的
批
語
（
一
九

五
〇
年
七
月
一
九
日
）」
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
建
国
以
来
毛
沢
東
文
稿
第
一
冊
』（
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）、
四
九
七

頁
。
毛
沢
東
「
関
於
広
播
呉
耀
宗
文
章
給
胡
喬
木
的
信
（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
一
日
）」
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
、
同
前
書
、
五
八
一
頁
。

（
22
）  
『
人
民
日
報
』
一
九
五
〇
年
九
月
二
三
日
。

（
23
）  
呉
耀
宗
「
中
国
基
督
教
三
自
革
新
運
動
四
年
来
的
工
作
報
告
（
一
九
五
四
年
七
月
二
二
日
）」
羅
冠
宗
編
『
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
文
選

一
九
五
〇
―
一
九
九
二
』（
上
海
：
中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会
、
一
九
九
三
年
）、
四
三
頁
。

（
24
）  

邢
福
増
『
基
督
教
在
中
国
的
失
敗
？

―
中
国
共
産
運
動
與
基
督
教
史
論
』、
七
〇
―
七
一
頁
。

（
25
）  

『
人
民
日
報
』
一
九
五
一
年
五
月
一
四
日
。

（
26
）  

『
人
民
日
報
』
一
九
五
一
年
九
月
六
日
。

（
27
）  

鄧
肇
明
『
滄
桑
與
窘
境

―
四
十
多
年
来
的
三
自
愛
国
運
動
』（
香
港
：
基
督
教
中
国
宗
教
文
化
出
版
社
、
一
九
九
七
年
）、
四
二
―
四
七
頁
。

（
28
）  

鄧
肇
明
、
前
掲
書
、
三
八
―
四
七
頁
。

（
29
）  

政
務
院
は
一
九
五
四
年
に
国
務
院
と
な
っ
た
。

（
30
）  

当
代
中
国
叢
書
編
輯
委
員
会
編
『
当
代
中
国
的
宗
教
工
作
（
下
）』（
北
京
：
当
代
中
国
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）、
三
六
二
―
三
六
七
頁
。

（
31
）  Alan H

unter and Kim
-kw
ong Chan, op. cit., p. 59.

（
32
）  

許
聖
義
「〝
両
会
〞
換
届
応
依
法
選
挙
」『
天
風
』
一
九
九
六
年
第
一
二
期
、
二
三
―
二
四
頁
。

（
33
）  

「
中
共
中
央
統
戦
部
関
於
建
議
為
全
国
統
戦
、
民
族
、
宗
教
工
作
部
門
摘
掉
〝
執
行
投
降
主
義
路
線
〞
帽
子
的
請
示
報
告
（
一
九
七
九
年
二
月

三
日
）」
中
共
中
央
文
献
研
究
室
綜
合
研
究
組
、
国
務
院
宗
教
事
務
局
政
策
法
規
司
編
、
前
掲
書
、
一
―
四
頁
。

（
34
）  

北
京
社
会
主
義
学
院
編
『
中
国
共
産
党
統
一
戦
線
史
（
社
会
主
義
時
期
）』（
北
京
：
中
国
文
史
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、
三
〇
一
―
三
〇
二

頁
。

（
35
）  Thom

as H
arvey, A

cquainted with G
rief: W

ang M
ingdao

’s Stand for the Persecuted Church in China （G
rand Rapids: Brazos 

Press, 2002

）, pp. 118 -119.

（
36
）  

北
京
社
会
主
義
学
院
編
、
前
掲
書
、
三
〇
二
頁
。

（
37
）  

「
関
於
我
国
社
会
主
義
時
期
宗
教
問
題
的
基
本
観
点
和
基
本
政
策
（
一
九
八
二
年
三
月
）」
中
共
中
央
文
献
研
究
室
綜
合
研
究
組
、
国
務
院
宗
教
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事
務
局
政
策
法
規
司
編
、
前
掲
書
、
五
三
―
七
三
頁
。

（
38
）  

国
家
民
族
事
務
委
員
会
、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
新
時
期
民
族
工
作
文
献
選
編
』（
北
京
：
中
央
文
献
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）、
三
三
―

四
七
頁
。

（
39
）  
国
家
民
族
事
務
委
員
会
、
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
、
前
掲
書
、
六
三
―
七
八
頁
。

（
40
）  
藍
希
峰
「
親
歴
者
談
一
九
号
文
件
」『
中
国
民
族
報
』
二
〇
一
二
年
三
月
二
七
日
。

（
41
）  
公
安
部
一
局
編
『
反
動
会
道
門
簡
介
』（
北
京
：
群
衆
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）、
六
〇
頁
。

（
42
）  

公
安
部
一
局
編
、
前
掲
書
、
七
八
―
八
一
頁
。

（
43
）  

「
国
務
院
宗
教
事
務
局
蕭
賢
法
局
長
在
基
督
教
第
三
届
全
国
会
議
上
的
講
話
（
摘
要
）」『
天
風
』
一
九
八
一
年
第
一
期
、
二
三
―
二
八
頁
。

（
44
）  

丁
光
訓
「
理
順
三
自
組
織
和
教
会
的
関
係

―
在
全
国
両
会
常
委
連
席
会
議
上
的
発
言
」『
金
陵
神
学
誌
』
第
一
〇
期
、
一
九
八
九
年
、
二
頁
。

（
45
）  

趙
天
恩
、
荘
婉
芳
『
当
代
中
国
基
督
教
発
展
史
』（
台
北
：
中
福
出
版
有
限
公
司
、
二
〇
一
〇
年
修
訂
版
）、
三
二
八
―
三
二
九
頁
。
何
牧
華

「
挙
手
禱
告
、
儆
醒
守
望
」『
中
国
與
教
会
』
第
二
一
期
、
一
九
八
二
年
、
一
―
四
頁
。

（
46
）  

如
文
「
学
習
一
個
文
件
的
心
得

―
一
篇
発
言
」『
宗
教
』
一
九
八
四
年
第
二
期
、
八
―
一
五
頁
。
筆
者
名
は
如
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
原

稿
は
一
部
が
削
除
さ
れ
た
か
た
ち
で
「
学
習
〝
十
九
号
文
件
〞
心
得
」
の
題
目
を
付
さ
れ
て
『
丁
光
訓
文
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
丁
光
訓

『
丁
光
訓
文
集
』（
南
京
：
訳
林
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、
三
八
六
―
三
九
七
頁
。

（
47
）  

こ
こ
で
言
う
「
両
会
」
と
は
、
三
自
委
員
会
と
基
督
教
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